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前稿の補足。

　玄宗。天宝十四載（755）　溜州溜川県尉。

　V（49）撰井書「顔泉記」

　北宋　董道r廣川書政』10r顔泉記」にr余見李勝作r顔泉記』、昔文姜事姑、

則異目泉襲其居、遂廟食於此。或目：昔李陽汰嘗尉溜川、劾碑廟中。今所書、

蓋接李監説。余往來求陽沐記、不得。其後得破石、僅尺、蓋爲礎。或視之、書

字可讃。按其説、文姜姓顔、験與今廟中刻石所記無異、……溜川爲腎邑、唐武

徳分於齊郡而爲州治。當唐陽沐馬爲尉於郡邑、其事不妄」。溜州湛川県尉であっ

たとすれば、科挙受験以後、安史の乱以前のこと。李陽汰は至徳元載（756）に

宣州・潤州の問にいるが、それは安史の乱を避けて移ったものと考えられるか

ら、清川県尉在任は天宝十四載前後。顔文姜の事はr太平簑宇記」19r溜川縣」

のr籠水」にも見える。

　代宗・大暦八年（773）　五十歳。揚州哨予州の間に遊ぶ。

　甲（50）纂額「泰陵縣城陛廟碑」

　r輿地碑記目』2（10a）r泰州」にr李陽沐碑：在城陛廟」。宋の黍州は唐の

揚州泰陵県。李陽汰象額「域陸廟碑」ではなく、某人撰の「李陽陸墓誌」・「李

陽陸神道碑」の類である可能性もある。そうならば泰陵県は李陽沐の出身地で

あり、これは李陽汰研究にとって最も重要な史料であるといえるが、他の著録

には見えないようである。

　甲（51）纂額「鏡智碑師碑銘」〔箭州刺史濁孤及撰、（試）大理司直張從申行書〕

　『金石録』8（7a）「唐鏡智揮師碑」に「大暦八年十二月」、『輿地碑記目』2（13

a）「安慶府」に「山谷寺智稗師銘　大暦八年」、『全唐文』390に独孤及「箭州山

谷寺蟹寂塔晴故鏡智稗師碑銘井序」。鏡智は晴の禅僧、碑は唐の建立。南宋　安

慶府は唐・舎予州。独孤及は大暦八年末に舎予州刺史から常州刺史に遷る。

　W（52）纂額「唐法1憤律師碑」〔吏部員外郎李華撰、大理司直張從申行書〕

　『宋筒僧偉』14「唐揚州龍興寺法慎樽」に「後請吏部員外郎超郡李華爲碑紀
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述、大暦八年癸丑十二月也。大理司直張從申書、超郡李陽汰題額。　　其塔属

會昌中例、皆段焉」、『集古録政尾』7（12a）「唐龍興寺四絶碑首」。「碑首」とは

李陽沐書の象額を指す。またr墨池編』6（23a）r唐醸［龍コ興寺四絶碑：大暦

八年……李陽沐象、‘‘法慎師’’書額」、r東観除論』下（40b）、r金石録』8（7a）

に「唐法慎律師碑：……大暦八年十二月」。張従申は大暦十四年以前まで前試大

理司直であった。張従申「垣嶽碑題記」（1）に「大暦十四年已未歳　　前試大理

司直呉郡張從申書」。

　清・繧茎孫輯r集古録目』8（5a）r四絶碑」にも載せるが混同がある。その

輯録する所は『輿地碑記目』2（13a）「安慶府」にいう「四絶碑：『集古録』云

‘‘唐李陽汰象、丼李華文、張從申書’’」に拠ったものであるが（2）、南宋の「安慶

府」は唐の箭州であり、揚州ではない。いっぽうr輿地碑記目』2（8b）r揚州」

には「龍興寺謹律和尚碑、號四絶碑　『九域志』云‘‘在龍興寺。李華文、張從

申書、李陽汰象額。時人謂之四絶碑’’」という。「安慶府」舎予州には独孤及撰文

　張従申行書・李陽汰象額の「唐鏡智稗師碑」（大暦八年十二月）がある。『輿地

碑記目』はこの独孤及・張従申・李陽汰による鏡智の碑をr集古録政尾』にい

う「四絶」と考えて混同したものと思われる。ちなみに『集古録践尾』には「在

揚州龍興寺。唐李華文、張從申書、李陽汰裳額。准南愚俗素信重之、謂此碑爲

‘‘四絶碑’’」（集本に拠る）という。

　『集古録藪尾』には続げて「律師非余所知、華文與從申書、余亦不甚好、故

濁録此象爾」とあり、この一条は欧陽修の文学観とその編r集古録』の性格を

示して興味深い。李華はその友である独孤及とともに韓愈　柳宗元らによる唐

代古文復輿の先駆者の一人として著名であるが、北宋の古文運動を先導した欧

陽修は李華の文をあまり好まなかったらしい。「法慎律師碑」や「鏡智稗師碑」

と同じく李陽沐象額・張従申行書による「玄靖先生碑」の撰者柳識（卜781）は

李華（715－774）の弟子の一人。この頃、李華は江南にいた。独孤及r趨郡李公

（華）中集序」（『全唐文』388）に「屏居江南、……梁公（李）晩之領選江南也、

表爲從事、加検校吏部郎中、明年遇風痒、徒家於楚州」。

　以下、作年は未詳であるが、地理的関係等から見て、上京献書する以前の作

（1）『全唐文新編』440（p5142）が国会図書館蔵の拓本によって収めるが、本来は「重刊

季札墓碑記」。

（2）『輿地紀勝』46「安慶府」では櫻盈斎本は「四」を誤って「西」に作る。碧雅堂本は
r四」。



戸　　崎　　哲　　彦 3

であると思われるものを掲げる。

　⑱（53）纂書“簸松”二字（3）：

　『金石奉編』98（15b）に「按『錫山志』……偉是李陽沐筆」、『江蘇金石志』

4（27b）r恵山石林題字」。恵山寺は唐の常州無錫県にあった。独孤及r恵山寺

新泉記」（『全唐文』389）に詳しい。

　甲（54）纂額“聞門”

　朱長文『呉郡圓経讃記』下（22a）「碑礪」に「閣門額　李陽氷象、今（北宋）

已失之」。蘇州、呉城の西門にあった。

　⑱（55）纂額“生公講量”（4）

　元　鄭杓『術極』（延祐七年1320）4「古學篇」に「（顔）眞卿之‘‘（虎丘）劔池’’、

（李）陽汰之‘‘（生公）講豪’’・‘‘（黄帝）祠宇”等作、縦横生動、不優修飾、其

署書之雄秀者乎」、『墨華通考』2（13a）r蘇州府」にr李陽氷纂生了［公］講堂

［豪コ碑」、『天下金石志』2（6a）「蘇州府」に「唐生公講堂［豪］碑李陽汰

纂」、『金石補録』23（5a）に「‘‘生公講豪’’四大字；象書、相偉爲李陽氷筆。在

虎耶千人石上」、『簑宇訪碑録』4（3b）に「‘‘生公講堂［豪コ’’四字　象書、無年

月、江蘇呉縣」「按上五種（「魏松二字」　「生公講毫四字」　「侃翁洞三字」　r黄

帝祠宇四字」・「天地清寧四字」）未署年月、相偉爲李陽汰所書」。「虎邸」は唐の

蘇州呉県の武丘山。r術極』よりも早い北宋r呉郡圃経讃記』はr碑礪」に詳し

く、‘‘聞門’’が李陽氷の象額であることをいうが、‘‘生公講豪’’については「寺

院」に「真堂寺則有生公講堂、乃高僧竺道生談法之所」というのみであり、李

陽汰の象題であることをいわない。南宋以後に始まる伝承であろうか。

　甲（56）纂額“雲錦”

　南宋　周密『武林奮事』4「故都宮殿　堂」（2b）に「雲錦　荷堂、李陽沐書

扁」。南宋の臨安府、唐の杭州城にあった。

　甲（57）纂額“専緑華”

　『武林畜事』4「故都宮殿　堂」（2b）に「薯緑華　梅堂、李陽汰書額。度宗

易名‘‘婁姿’’」。

　∀（58）纂額“大萬之廟”

　『術極』4「古學篇」に「（李）陽沐之“（生公）講毫’’・‘‘（黄帝）祠宇’’等作、

縦横生動、不像修飾、其署書之雄秀者乎」下の元　劉有定の注に「又纂越州‘‘大

（3）藤原楚水r訳注語石』（中p179）に拓本影印を収める。

（4〕張曉旭r蘇州碑刻』（蘇州大学出版杜2000年、p100）によれば現存。
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萬之廟’’字、井瞬世絶作」。『輿地紀勝』10「紹興府」の「古迩」に「萬廟：在

會稽東南十二［七コ里。　　観額目‘‘告成’’」というが（5）、「碑記」には「晴萬

廟碑：史陵所書（正書）。超明誠『金石録』云‘‘筆法精妙、不減欧（陽謁）・虞

（世南）’’」（6）というのみ。

　甲（59）纂額‘龍鳴寺碑”

　『墨池編』6（40b）に「龍鳴寺碑：貞観二十五年。臨江軍。李陽汰象」、『天

下金石志』8（7b）「臨江府」に「唐龍鳴寺碑　李陽汰象、貞観三［ニコ十五年。

又宋之問題‘‘龍鳴之寺’’四字」。明　楊慎『法帖神品目』には「龍鳴之寺　宋之

間書、在臨江」、『墨華通考』4「臨江府」にも「宋之問κ龍鳴之寺’’書」という

のみ。貞観は二十三年（649）で改元するから、r二十五」・r三十五」はいず

れも誤字があり、「五」は「三」の誤りであると考えられる。しかし李陽沐は開

元年間の生まれであり、貞観年問の裳書であるならば李陽汰の作ではない。李

陽沐の作であったならば、重建碑のものであろう。臨江府龍鳴寺は唐の衰州新

楡県にあった（7）。李嘉祐に「送從叔陽汰祇召赴都」詩があり、李競祐は大暦六

　七年目u後に哀州刺史であったから、仮に李最祐の依頼によるものならは、こ

の頃の作である。なお、朱関田（P501）は大暦八年に李嘉祐は衰州刺史を辞し

て越州に向かう途中で処州繧雲山に隠居する李陽沐に会い、陽沐の上京を送っ

たとするが、これは前述したように「吏隠」の理解に誤りがある。

　　【宋之問とその書‘龍鳴之寺”】

　　宋之問（656？一712）は唐代詩人と有名であるが、書を善くしたことは知られていない。

　その書“龍鳴之寺’’は唐の衰州新楡県の龍鳴寺に刻されていたから、かれが南方に行っ

　た時の作と考えられる。両『唐書』本伝に拠れば、宋之問が長江以南に行ったのは少な

　くとも三回ある。神龍元年（705）に瀧州参軍事に、景龍三年（709）に越州長史に貝乏調

　され、景雲元年（711）には欽州に流されて先天元年（712）に桂州で死を賜っている。

　この中で衰州を経た可能性が高いのは瀧州と桂州など嶺南に向かった時であるが、瀧州

　へは洪州・産州・詔州を経るルート、桂州へは洞庭湖・潭州・衡州・永州を経るルート

　を通っており、洪州と潭州との間に位置する衰州を通ったとは考えにくい。ただし今目

　に伝わる宋之問の詩（r全唐詩』51～53）によれば嶺南に向かったのは二回ではなく、三

　回あるいは四回を数えるから、その帰途あるいは赴途で衰州を通ったことも考えられる。

　しかし目的地が嶺南であったならば、南下・北上を問わず、衰州新楡県を通るのはかな

（5）『方輿勝覧』6「紹興府」の「道観」に「萬廟　在會稽縣東南七里。今爲‘‘告成観’’」。

（6）『金石録』3（7a）「晴・萬廟残碑：史陵正書、大業二年五月」、また22（12a）「晴萬廟残

碑」に「史陵書、筆法精妙、不減欧・虞。案張懐罐『書断』云‘‘渚遂良嘗師史陵”、蓋當
時名筆也」。

（7）『輿地紀勝』34「臨川軍」の「新楡縣」。



戸　　崎　　哲　　彦 5

　りの遠回りになる。また、宋之問の作とされている詩には沈佳期を始め、多くの他の詩
　人の作が混じっており、詩によって衰州を通ったかどうかを半血断することは容易ではな

　い。r宋之問題‘‘龍鳴之寺”」の記録は、宋之問研究においては事跡を考える上での一資

　料にはなろう。

　甲（60）纂書「濠州碑」：

　r輿地碑記目』2r濠州」（15a）にr州碑古象：世偉以爲李陽沐書。按r（新）

唐地理志』、州蕾名‘‘豪’’、至元和三年（808）始益之以水從濠、是時李陽汰已久

実（8）。或云：元豊（1078－1085）中郡人銭叔猷見一石刻、云‘丁濠州碑』及r開元

寺碑』、皆江南韓煕載書’’」（15a）。濠州は総州の西北に隣接。r蕾唐書』は「准

南道」にr濠州」、『新唐書』は「河南道」に「豪州」に作り、『唐會要』70「州

縣改置上」の「河南道」に「豪州、元和三年六月改豪州字爲濠、失印故也」と

いう。韓煕載（902－970）は五代南唐の大官で博学多芸、音律に精しく書画を善

くし、特に書では八分書を得意とした。

　甲（61）纂額r山南西道」四大字

　『輿地碑記目』4「興元府」（29b）　『墨華通考』10「漢中府」に「山南西道

額　李陽沐」。興元府は唐の山南西道梁州。象額「山南東道」四大字（前掲）が

あるから、これも李陽汰の書である可能性がある。後掲するように、一に李陽

汰の象額という「山南西道新修騨路記」（劉萬錫撰、柳公穫書）との関係から考え

れば誤伝の可能性もあるが、李陽汰r山南西道」の裳額がr山南西道新修騨路

記」の象額と混同されたことも考えられる。

　代宗・大暦九年（774）　五十　歳。春、京兆府戸曹参軍事として上京。

　唐・咬然「同顔使君員卿晩山送李法曹陽沐西上猷書、時曾有詔徴赴京」詩に

「草見呉洲襲、花思御苑開」、唐　李嘉祐「送從叔陽沐祇召赴都」に「見主承休

命、爲郎貴晩年。伯口皆（‘‘篶平石経’’の作者・察筥の字）文與纂、虚作漢家賢」。先

に考証したように李勉の推薦による上京献書をいうものと考えられる。

　「法曹」は法曹参軍事のこと。諸曹参軍事（正七品下）は開元初から用いられ

た府の官職名であり（9）、州の諸司参軍事（従七品上）に相当する。ただし咬詩に

いうr李法曹」はr李戸曹」の誤りである可能性が高い。大暦十二年建のr平

蟹煩」は、明・張鳴鳳『桂故』8「雑志」がほぽ全文を収めており、李陽汰の署

衛を四庫全書所収本では「□州府戸曹参軍李陽氷象額」に作るが、筆者の見た

（8）独孤及は大暦三年に濠州刺史になっているが、今目の「爲張濠州謝上表」・「謝濠州

刺史表」等（『全唐文』385）、「濠」に作る。

（9）『唐六典』30「三府督護州縣官吏」。
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桂林図書館蔵清抄本では「廣州府戸曹参軍李陽氷象額」に作っている。これに

よれは、嶺南節度使の法曹参軍事であったことになる。そうならば、李勉は大

暦七年十二月に嶺南節度使から工部尚書として召還されているわげだから、そ

れまで李陽汰は李勉の府下で法曹参軍事として広州にいたということも考えら

れる。しかし「上李大夫論古纂書」にいう「寒天已暮、闇燭之下、鷹令書之。

霜深筆冷、未窮畳豊勢」は、亜熱帯に属する広州にいた者の言とは考えにくい。

また、詳しくは後述するように「平蟹頒」の拓本によれば「廣州」は「京兆」

の誤りであると考えられる。つまり李陽沐が上京した当初の官職はr京兆府戸

曹参軍」であった。咬詩に「李法曹」とあることによって上京後に京兆府法曹

参軍から京兆府戸曹参軍に遷ったと考えられないこともないが、時間的関係か

らみて、また両官職名が類似していることからみて、「法曹」は「戸曹」の誤り

と考えてよかろう。

　甲（62）纂額井書r滑蔓新騨記」〔滑毫節度使李勉撰〕

　r集古録政尾』7（13b）にr滑州［豪コ新騨記　大暦九年」、r集古録目』8（5

b）に「滑毫新騨記　　　大暦八［九コ年八月立」、『墨池編』6（30b）に「新騨

記　李陽汰象、在滑州」、『宣和書譜』2「李陽汰」に「今御府所藏象書三　『孝

徳訓』　r新騨記』　r千文』」、r金石略』下（28b）r李陽沐象書」にr新騨記

滑州」、『金石録』8（8a）．に「唐滑豪新騨記：……大暦九年八月」。『全唐文』

437に李勉「滑豪新騨記」、文末に「大暦甲寅歳（九年）八月二目記」。李勉（715

－788）は大暦八年三月から十四年まで滑州刺史。

　『金石録』は同題の作を二つ録しており、「唐滑豪新騨記　李勉撰、李陽氷象、

大暦九年八月」の後にまた「唐滑豪新騨記　斐某〔撰〕（10）八分書、名敏」とい

う。『賓刻類編』8「姓名残猷」（23b）の「斐　嵌」の条に「滑豪新騨記　八分

書、（在）滑」というのはこれに拠ったものであろう。この二者は題名は同じで

あるが書体が異なるから、李勉撰・李陽汰象額・斐某書ではない。題も本文も

李陽沐の纂書による作であったはずである。全文は約三百字におよび、貿耽

舎予元輿らが激賞するように、李陽沐の代表作の一つと見なしてよい。それは李

陽沐「上李大夫論古象書」に「陽沐志在古纂、殆三十年」というように、李勉

の知遇に応えて自已の纂書学を集大成したものであったともいえよう。

　　【箭元輿と李陽氷】

　　「滑豪新騨記」の碑陰には別に銘があった。『集古録政尾』に「其陰有銘、日‘‘斯去

（10）石刻史料新編所収本には「某」と「分」の間に「撰」の書き込みがある。
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千載、汰生唐時、……郡人爲吾賓之”。不知作者爲誰。然買耽嘗爲李騰序『説文字源』、

盛構（李）陽沐此記。耽爲滑州刺史、因見所見而構之耳」という。その銘は『墨池編』

6（22b）に「唐滑州豪銘：李季卿撰、令狐彰書」というものとは異なる。李季卿（709－

767）も李陽汰の友であり、李陽沐は大暦二年（767）に李季卿のために多くの作を書し

ている。令狐彰は上元二年（761）から大暦八年まで滑州刺史、官に卒し、「遺表」によ

って李勉が滑州刺史に代わった。『集古録威尾』のやや後、『金石録』28（7a）はその銘

を考証して「余嘗孜之、乃舎予元輿『玉筋［筋コ象志』後賛也。其文載干『唐文粋』及『（舎予）

元輿集』中、欧陽公偶未嘗見之爾」といい、また同じような頃（北宋末）にあって『廣

川書政』8「新騨記」はさらに異同を指摘して「昔欧文忠公嘗疑唐相賀耽爲之。蓋耽喜

陽沐書、嘗爲序其『説文字原』。耽後又爲滑州刺史、其爲刻此、或可信也。余考其言、

蓋舎予元輿所爲『玉筋纂志』、謂‘‘斯去千載、汰復去夷、誰能得也、當壷於斯、鳴呼主人’’

則與今碑陰或異。蓋後人因其文時有改定、以合此記、不足怪也」という。『集古録政尾』

に引く所と舎予元輿（789－835）「玉筋（箸）象志」（『全唐文』727）を比較すれば、碑陰に

刻されていたのはr玉筋象志」の全文ではなく、その中の賛の都分であったと思われる

が、やや異なる。『集古録政尾』に引く所は「斯去千載、汰生唐時、汰今又去、後來者

誰。後千年有人、吾不知之。後千年無人、當壷於斯。鳴呼郡人、爲吾賓之」であるが、

　「玉筋象志」の賛詞は「斯去千年、汰生唐時。沐復去実、後來者誰。後千年有人、講能

待之。後千年無人、象止於斯。鳴呼主人、爲吾賓之」。また、『全唐詩』873「題語」に

も舎予元輿「題李陽沐玉箸纂詞」を収め、末に「附柳公穫筆偶云‘‘圓如錐、鋳如襲。不得

出、只得却。”」と注記する。「題李陽汰玉箸象詞」は「玉筋纂志」の賛詞部分と全く同

じであるから、「玉筋象志」から採られたもの。いっぽう「滑毫新騨記」の碑陰の銘も、

舘元輿「玉筋裳志」の賛詞に出るものであるが、やや誤って伝えられており、中には意

をもって改めたと思われる部分がある。たとえば「主人」が「郡人」になっているが、

それは「主人爲吾賓之」が「玉筋裳志」にいう「六幅」の李陽汰の象書の所有者を指す

のに対して、滑州に建てられた「滑豪新騨記」では意をもって「郡人爲吾賓之」に改め

られたのであろう。なお、r玉箸」は李陽汰が善くした象書体の一つ。針を吊したよう

に線が細くて鋭い裳書体“懸針体”に対して線が箸のように太くて弾性のある書体をい
う。

　箭元輿「玉筋象志」には「（天）受之以超郡李氏子陽沐、陽沐生皇唐開元天子時。…

　・・常間得去峰山道路、異日將裏足観之。未去問行長安、會同里客有得（李）陽沐眞跡遺

在六幅素上者。……吾知汰殴二三十年、其雛跡流於人間固不甚少」という。残後「三十

年」とすれば舎予「志」は舎予元輿十歳頃の作となるが、「残二三十年」は概数であり、推

測に過ぎない。舎予元輿（789－835）は“甘露の愛’’で殺害された晩唐の宰相、姿州東陽

県の人。元和八年（813）の進士、当時二十五歳◎「未去間行長安」というから、元和八

年以前に多くの「陽汰員跡」が世に伝わっていたことを示す資料である。姿州は李陽沐

が県令であった処州繧雲の北に隣接。含予元輿が見た「六幅」の作品名は未詳であるが、

前述したように、秦・李斯の書「嘩山碑」などが考えられる。

代宗・大暦十年（775）　五十＿歳。京兆府戸曹参軍事。国学での五経の勘校

。書壁に参画（？）。



8
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　V（63）纂書「唐大暦十年目官名氏」

　『墨池編』6（34b）「唐大暦十年具官名氏記：……在洛陽」、『金石録』8（8

b）「唐大暦十年具官名氏」、『金石略』下（28b）「大暦十五［年コ具官名氏：西

京」、『墨華通考』7「河南府」に「李陽氷大暦十五年具官名氏」。大暦は十四年

五月に徳宗が即位し、翌一月に建中に改元しているから「五」は「年」の誤り。

北宋の「西京」は長安ではなく、￥下州（開封）を東兄とするのに対して洛陽をい

う。

　　【『五経』壁書と“大唐石経”】

　　大暦十年、国子監司業（從四品下）張参が漢・許慎『説文』と晋・呂枕『字林』およ

　び漢の石経に拠って『五経』を詳定し、それを国子監（国学）内にあった論堂の東西廟

　の壁に書した。唐の張参「五経文字序例」（11）に「人荷趨便、不求當否、字失六書、猶

　爲壼事、『五経』本文、蕩而無守美。十年夏六月、有司以職事之病、上言其状。詔委國

　子儒官勘校経本、送尚書省、参幸承詔旨。得與二三儒者、分経鉤考而共決之、……卒以

　所刊、書於屋壁　　　命孝廉生顔偉経牧集疑文互鶴、受法師儒、以爲定例。几一百六十

　都、三千二百三十五字、分爲三巻◎一・大暦十一年六月七目、司業張参序」。やや後の

　劉萬錫「國學新修五経壁記」（『唐文粋』72）に「大暦中名儒張参爲國子司業、始定『五

　経』、書於論堂東西廟之壁」

　　その少し前、大暦七年冬の作である李陽沐「上李大夫論古象書」に「陽沐志在古纂、

　殆三十年、……誠願刻石作象、備書六経、立於明堂、爲不刊之典、號日“大唐石経’’、

　使百代之後、無所損益、仰明朝之洪烈、法高代之盛事、死無恨実。　　儀蹄奏之日、一

　使聞天、非小人之己務、是大夫之功業」という。李陽沐は唐代におげる石経の刻立を建

　議して嶺南節度使李勉が帰朝した後に皇帝に上奏されんことを託し、それがかなって大

　暦九年春に「献書」のために上京する。大暦十年に行われた‘‘國學新修五経’’の事業は、

　壁書と刻石という違いはあるが、李陽沐の建議の趣旨に合うものであり、しかも李陽沐
　が建議して上京した直後に行われている。これは偶然ではなく、何らかの関係があろう。

　このことはさらに張参と李勉との関係からも考えられる。五経の新修と壁書を主宰した

　張参は李陽汰を推挙した李勉の幕下にいた。『蕾唐書』131「李勉樽」に「其在大官、薦

　賓下士、終始壷心、以名士李巡・張参以判官」。李勉を介して張参・李陽汰には人脈的

　関係があり、しかも共に経典の文字に関心をもっている。李陽汰は五経新修壁書の事業

　に何らかの形で参画したのではなかろうか。この数年後に国子監丞・集賢院直学士にな

　っているのもこれと無関係ではなかろう。張参のいう「有司以職事之病、上言其状」が

　李陽沐であるとは限らないとしても、少なくとも李陽沐の建議はこの時の五経壁書の実

　現に何らかの影響を与えているはずである。

　　ただし、石経の刻立の建議はそれ以前になかったわけではない。『封氏聞見記』2r石

経」に「天賓中、予在太學、與博士諸生共論経籍失正、爲欲建議請立“大唐石経”。遷

延未襲、而蕃憲海内（天宝十四載755）、文儒道消、至今四十六年（貞元十六年800）、兵革

（11）『全唐文』458。また、『五経文字』三巷の全文は西安碑林に現存。
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未息。鳴呼、石経之事亦倹河之清也」。おそらく封演らが「大唐石経」の創立を建議し

ようとしたのは安史の乱の前、天宝年問（742－756）の後期のことである。その後、文宗

の大和七年（833）に『九経』の文字の校定と刻石が請奏され、開成二年（837）に完成

した。これが西安碑林に現存する、いわゆる‘‘開成石経”である。この時、張参『五経

文字』の猷を補い誤を正したのが覆定石経字体官に任ぜられた翰林待詔唐玄度の撰『新

加九経字様』一巻（西安碑林に現存）である（12）。『唐會要』66「國子監」に「其（大和七

年833）年十二月、勅：於國子監講論堂雨廊、創立石壁『九経』」というから、大暦十年

に『五経』を書した論堂東西廟の壁の前に立石された。

　この間、『五経』壁書は何回か修復されている。「元和十三年（890）十一月、（国子監）

祭酒鄭除慶以太學荒墜日久、生徒不振、遂請率文官俸禄、脩廣雨京國子監。時論美之。

十四年十二月、鄭除慶又奏“……脩造文宣王廟及諸屋宇、丼脩理経壁”」（『唐會要』66）

という「経壁」（13）は国子監の『五経』壁書を指すに違いない。また、舎予元輿（789－835）

「問國學記」（『全唐文』727）は国学の高門・論堂・庭など、その配置をよく示しており、

「虚堂」「魔地」「無机楊」にして「衰涼」した様を嘆き、荒廃を記して「以諭有司」し

ている。これも元和十四年頃のことであろう。舎予「記」に「今皇帝傳大賓七［十一？コ

祀、生献呉漫蜀揮於邸廟、果夏逆首、極瀦姦帥、抜魏世家」という。憲宗　元和年間に

准西の呉元済、蜀の劉闘、夏州の楊恵琳、瀦の盧従史、魏博の田弘正など一族の藩鎮を

討伐するのに成功している。また、劉萬錫「國學新修五経壁記」に「始定『五経』書於

論堂東西廟之壁。　掲掲高懸、積年六十歳、崩剥汚嬢、洪然不鮮。　遂以羨蘇、再

新壁書。　　於是學官某等蟹生徒凡四百二十有八人請金石刻。　　時余爲膿部郎」とい

う◎大暦十年（775）から「積年六十歳」というから大和八年（834）頃のことになるが、

r六十歳」は還暦をいい、概数を挙げたに過ぎないであろう。劉萬錫が「薩部郎」礼部

郎中であったのは大和三年から五年（831）十月までであるから、五経壁書の修繕はこ

の間のことである◎開成石経は大和七年の開始であるから、その数年前に当たる。この

頃にも「請金石刻」、石経の請願があった。この大和四年前後の請願には鄭草らが関わ

っているかも知れない。

　【『開元石経』と鄭軍の政策〕

　『蕾唐書』173「鄭草樽」に「文宗即位、改左散騎常侍。（大和）三年、以本官充翰林

侍講學士。四年四月、拝工都侍郎。（鄭）軍長於経學、稽古守正、帝尤重之。草從容奏

目‘‘経籍詑謬、博士相沿、難爲改正。請召宿儒奥學、校定六籍、準後漢（喜平石経）故

事、勒石於太學、永代作則、以正其關’’。從之。五年、李宗閾・牛僧蒲輔政。宗闘以（鄭）

草與李徳裕相善、薄之。一・六年……。七年春、徳裕作相。五月、以（鄭）草爲御史大

（12）『墨池編』1「文字門」に「唐玄度論十麗書」を収めており、同一人物と考えられる

が、『墨池編』の題例から見れば「唐の玄度」と解釈すべきである。あるいは「唐唐玄度」

を後人が誤って脱字したのであろう。『書書書録解題』2「作法」は「唐唐玄度」に作って

録すが、そうならば「開元中官翰林待詔」という「開元」は「開成」の誤り。また、『宣

和書譜』2「象書」の「唐玄度」に「太宗時待詔翰林」というが「太宗」は「文宗」の誤
字。

（13）『冊府元簸』604「學校部　奏議三」に同文が見え、「繕壁［壁］経」に作る。また『蕾

唐書』15r憲宗紀」元和十四年十二月にr國子監督鄭除慶奏一・・修國子監」。
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夫。・・…・八年・・・…。九年……」という。記述に従えば、鄭草が大和四年に石経の刻を上

奏したことになる。これは「請金石刻」という劉「記」の作が大和三年から五年の間で

あったのと符合する。しかし鄭草の記事は他の史料と矛盾する所がある◎『唐會要』66

「國子監」に次のようにいう。

　　（大和）七年八月、國子監起請：‘‘准今月九日徳音節文、令監司於諸道捜訪名儒、

　置『五経』博士一人老。……’’。勅旨依奏。

　　其年十二月、勅：“於國子監講論堂雨廊、創立石壁『九経』丼『孝経』・『論語』

　　　『爾雅』、共一百五十九巻、『字様』四十［？］巻”。

　　開成元年、宰臣兼國子祭酒鄭草奏請“置『五経』博士各一人、縁無禄俸、請依‘王

　　府官例’給禄粟”。從之。

　　二年八月、國子監奏：‘‘得覆定石経字麗官・翰林待詔唐玄度状、伏准大和七年〔十〕

　　二月五目勅、覆『九経』字畳豊者。……纂録爲『新加九経字様』一巻。・…・・”。勅旨

　　依奏◎

またr蕾唐書』17下r文宗紀」には次のようにいう。

　　　（大和七年）八月一・降詔（徳音）：‘‘……皇太子方從師イ専傳授r六経』、……宜令

　　國子選名儒、置五経博士各一。其公卿士族子弟、明年己後、不先入國學習業、不

　　在鷹‘‘明経”　‘‘進士”限。其進士畢宜先試帖経、井略問大義、取経義精通者放

　　及第。……’’。・…・・

　　　（開成二年）冬十月辛卯朔、一…癸卯（13目）、宰臣・判國子祭酒鄭箪進r石壁九経』

　　一百六十巻。時上好文、鄭草以経義啓導、梢折文早之士、遂奏置五経博士、依後

　　漢察伯口皆刊碑子太學、創立『石壁九経』、諸儒校正誰謬。上又令翰林勒字官唐玄度

　　復校字畳豊◎

「一百五十九巻」とr一百六十巻」は『新加九経字様』一巻を加えたものとの違いであ

ろうが、r『字様』四十巻」は『五経文字』三巻と『新加九経字様』一巻を加えた西巻の

誤りであろうか。また、『唐會要』の「二年八月、國子監奏」は唐玄度「九経字様牒文」

（現存）を指しており、それに「准大和漆年拾式月伍目勅、……開成二年八月十二目牒」

とある。r開成二年十月辛卯朔」のr癸卯」は十三日、いっぽうr開成二年八月」のr＋

二日」は癸卯。『奮唐書』の開成二年十月の「癸卯」の八月の「癸卯」のようにも思わ

れる。しかしr冊府元魏』608r學校部　刊校」にr鄭軍爲門下侍郎平皐事兼國子祭酒。

初、文宗詔：國子監『九経』石本、所司較勘、尚有舛誤、傳於永久、必在精詳、宜令卒

更、令韓泉充詳定石経官就集賢（院）審校勘、価旋送國子監上石。開成二年十月、草進

『石壁九経』一百六十巻」といい、『通鑑』245「開成二年」にも「冬十月、國子監石経

成」とする。これらによれは、石経は大和七年（833）十二月に裁可され、開成二年（837）

八月に『新加九経字様』が完成、十月に石経が完成、上進されたもののようである。こ

の問について『冊府元轟』608に「周塀爲起居舎人・集賢殿學士。開成元年正月、中書

門下奏：輝及監察御史張次宗薩部員外郎・孔温業兵部員外郎集賢殿直學士・崔球等同就

集賢院勘校『経典澤文』」というのは石経のための刊校であり、これは『蕾唐書』173に

いうr時太學勒石経、（鄭）軍奏起居郎周輝・水部員外郎崔球・監察御史張次宗・薩部

員外郎〔孔〕温業等校定『九経』文字、旋令上石」に符合する。今これによって事業過
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程の記事を補足することができる◎

　いずれにしても『奮唐書』の「鄭草樽」にいう「四年」の石経に関する記事と矛盾す

る。あるいは大和四年に鄭草の上奏があり、開始されたのが大和七年なのであろうか。

今、鄭草の上奏がすでに大和四年にあったかどうか断定できないが、劉「記」によって

この頃に石経め請願があったことは確かである。なお、『新唐書』165r鄭草傳」は基本

的に『蕾唐書』本樽と同じであり、それに拠りながら簡約にしたものと思われるが、「四

年」の石経の記事を省いている。

　開成石経の創立は当時の政局と密接に関係している。それは郷貢進士出身老勢力に対

して講じられた鄭草による一連の政策であった。鄭草が開成元年（836）に五経博士を

置いたのは大和七年八月の詔「王府官例」に依ったものであり、それは「不先入國學習

業、不在鷹‘‘明経’’　‘‘進士”限。其進士畢宜先試帖経、丼略問大義、取経義精通者放

及第」（r雀唐書』17下）という経学重視の改革案であった。また同時に「其（進士）所試

‘‘詩賦”並停者」（『唐會要』76「貢畢」）されており、さらに翌八年十月にも礼部の奏に

「進土畢人、自國初以來、試“詩賦”　‘‘帖経’’　‘‘時務策”五道。中問或暫改更、旋

即イ乃奮。蓋以成格可守、所取得人故也。去年八月勅節文：‘‘先試帖経・口義・議論等”」

（『唐會要』76「貢畢」）という。このような状況下で、つまり科挙試における詩賦から帖

経への転換の建議された四ヶ月後に“石壁九経’’の創立の詔が下されるのである。鄭草

の石経の創立は経学重視の科挙試に備えるものであるが、じつは進士科におげる詩賦の

試験の廃止によって郷貢進士出身の官僚勢力を抑制し、代わって学館出身者勢力の強化

を図らんとする政治的な狙いがあった。開成元年、宰相鄭草は石経の完成を目前にして

ついに進士科の廃止にまで踏み切る。『奮唐書』！73「鄭草偉」に「軍難精経義、不能爲

文、嫉進士浮華、開成初、奏薩部貢院宜罷進士科」という。当時、李徳裕ら門蔭派・学

館出身者と牛僧揺　李ホ闘ら郷貢出身者が入れ替わり宰相となって派閥をなし、左遷を

繰り返して激しく対立していた。唐史のいわゆる‘‘牛李党争’’である◎鄭軍は旧宰相鄭

王旬楡の子であり、同じく旧宰相李吉甫の子である李徳裕と共に牛党に対抗していた。開

成石経の創立はこのような政治的対立を背景にした門蔭派勢力のとった政策の重要な一

つであるが、先に大暦年問に張参によって行われた『五経』の新修と壁書にも似たよう

な状況がある。

　【大暦壁経と政局】

　大暦壁経を作った理由について張参「五経文字序例」に次のようにいう。

　　今制國子監置書學博士、立『説文』・石経・『字林』之學、畢其文義、歳登下之、

　　亦古之小學也。自頃、考功・穫部課試貢撃、務於取人之急、許以所習爲通、人萄趨

　　便、不求當否、字失六書、猶爲壼事、『五経』本文。蕩而無守美。

経書の学習は書学（学校）だげでなく（14）、吏都・礼部の受験でも必要であったが、当時、

（14）r唐六典』21「國子監」に「丞一人、……◎丞掌判監事。凡六學生（国子・太学・四

門　律学　書学　算学）毎歳有業成上子監老、以其業與司業　祭酒試之」、「國子　　。其

習経有暇者、命習隷書井『國語』・『説文』・『字林』・『三蒼』・『爾雅』」、「書學…

　。以石経　『説文』　『字林』爲専業、鹸字書亦兼習之。石経三畳豊書限三年業成、r説

文』二年、『字林』一年」、同書2「吏部」に「明書則『説文』六帖、『字林』四帖」。
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　李陽沐事跡考（下）
唐代文人・李陽汰とその周辺

文学重視派と経術重視派の対立があり、張参と『五経』の新修事業は後者に立つもので

あった。

　権徳輿「東都留守杜公（亜）神道碑銘」（貞元十四年798）（『全唐文』497）に「以志氣才

業・英華博厚、合於彰城劉公曇・賛皇李公栖均；以道義経術・研機蓋性、合於司徒楊公

紬・司業張公参」という。劉曇・李栖葛・楊縞・張参はいずれも徳宗朝において前代・
代宗朝の名臣として回顧されている。劉曇（716卜780）・李栖鈎（719－776）は宰相’・節

度便として活躍　ともに詩文を善くし、時の宰相元載と対立していた。一方で併称され

る楊糖・張参は「道義経術」儒術経学が共通しているだげでなく、官職の上でも緊密な

関係があった。張参については史書に伝はなく、記事もほとんど見られないが、楊縞は

宰相にまでなった有名な人物であり、伝が立てられている。伝が大半を割いて載せるの

は楊繕の科挙改革案であり、かれは礼部侍郎に再遷した広徳二年（764）、「幼能就學、

皆諦當代之詩、・一『六経』則未嘗開巻、『三史』則皆同掛壁」という現状に対して「経

義井策通爲上第、……望請與明経・進士井停」（『替唐書』119「楊緒樽」）、孝廉にして儒

経を修めている者を推挙して試問する制度を建議したことで知られる。当時、この問題

は官界で大いに議論され、給事中李栖均　尚書左丞買至らの賛成を得たが、宰相元載ら

の反対にあって果たされなかった。元載は大暦十二年に自尽を賜い、かわって楊繕・常

衰が宰相になるが、また楊結と常衰も対立していた。楊結は経術派であるが、常衰は「中

外百司奏講、皆執賦與、樫與匹夫等、尤排損非文鮮登科第者。　　（常）衰與（楊）結

志尚素異、嫉而怒之」（r替唐書』119「常衰樽」）というように、進士科を重視する文学派

であった、現に両派は人事をめぐっても衝突しており、「百官俸料寡薄、（楊）縞與（常）

衰奏講加之。時韓滉判度支、衰與滉各麗私懐、……滉怒司業張参、唯止給三千」（「常衰

俸」）という。常衰・韓滉の派は張参を嫌い、彼らはまた楊結とも対立していたのであ

る。

　このように、楊縞と張参は常衰派の政敵であり、楊結・張参に共通の政治思想的立場

を経術重視に求めることができるが、そもそも張参は楊縞の部下であったのではなかろ

うか。そして張参を国子監司業と為して改革を試みたのではなかろうか。楊結は旧宰相

の元載と対立しており、r蕾唐書』119r楊結博」に次のようにいう。

　　會（宙官）魚朝恩死（大暦五年）、（元）載以朝恩嘗判國子監事、塵汚太學、宜得名儒、

　　以清其秩、乃奏（楊結）爲國子祭酒、實欲以散地慮之。載貧冒目甚、天下清議、亦

　　騎於（楊）糖、上深知之、以（元）載久在櫃衡、未即罷道、価遷（楊1）糖爲太常卿

　　　充薩儀使、以郊廟薩久魔、籍（楊）結振起之也、亦以観其致用。是年（大暦十二

　　年）三月、載伏謙。

これによれば楊糖は宙官魚朝恩によって汚された国子監を名儒によって清めるべきであ

るという元載の巧言によって国子監祭酒に左遷された。大暦五年のことである。その後、

太常卿　充彊儀使となっている。『奮唐書』本伝の記載では大暦十二年のことのように

見なされているが、『唐會要』37「薩饒使」では「大暦七年」に作る。祭酒は国子監の

長官であり、司業はその次官である◎つまり大暦十年に『五経』の新修・書壁を行って

『五経文字』を撰した司業張参の上司は楊結であった。そうならば『五経』新修と書壁

の事業は、国子監祭酒に左遷されては國子監の振輿に当たった楊糖の指示によるもので
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　あり、張参はその実務に当たった、あるいは新修・壁経の総括である『五経文字』を撰

　したに過ぎないという可能性が高い。少なくとも『五経』の新修と書壁は経術重視の学

　校改革によって国政の振興を図らんとした楊縮の意思にかなっており、その支持を得て

　行われたものである。しかし楊結（卜777）は壁経の完成した翌年に卒し、政界はしばら

　く文学重視の宰相常衰（729－783）の独壇場となる。『新唐書』198「儒學僑」に「自楊公

　結・鄭除慶・鄭箪等以大儒輔政、議優學科、先経誼、融進士、後文鮮、亦弗能克也」と

　いう所以である。

　代宗・大暦十二年（777）　五十四歳。京兆府戸曹参軍事。長安に在り。

　㊧（64）纂額「大唐故開府儀同三司贈揚州大都督高公神道碑」〔駕部員外郎韓

炎撰、將作少監張少悌行書、徐済刻〕（15）：

　『潜研堂金石文政尾』7（19b）、『金石輩編』100（23a）、『全唐文補遺（1）』（1994

年）「唐故開府儀同三司兼内侍監贈揚州大都督陪葬秦陵高公（力士）神道碑丼序」

（p35）。落款に「大暦十二年歳次丁巳五月辛亥朔十一目辛酉奉勅立石、太中大

夫　守將作少監　翰林待詔張少悌奉勅書、京兆府戸曹参軍李陽沐象額□□、徐

済刻字」。韓炎については未詳、張少悌には「大唐彰城郡君劉氏穫寧墓誌銘」（張

少悌妻劉鴻墓誌、槽書）があり、それに「前將作少監張少悌述。一・・建中二年（781）」

という。

　∀（65）纂額「唐鮮干氏里門記」〔薩部郎中韓雲卿撰、梁州長史韓秀實八分書〕

　『金石録』8（9b）に「唐鮮子氏里門記上　韓雲卿撰、韓秀弼⊂實］八分書、

李陽氷象。大暦十二年五月」　「唐鮮干氏里門記下」として二篇を載せる。こ

れは長文であることによる。いっぽう『墨池編』6（18a）に「唐鮮干氏里門類

韓秀實八分、在閲州新政」、『金石略』下（36a）に「鮮干氏里門記；未詳。右韓

秀弼［實］八分書」・「鮮子氏里門碑：閲州。右韓秀實八分書」。これは『輿地

碑記目』4（30b）r閲州」にいうr鮮子氏神道碑：一在三教院崖上、一在墓田。

其文與書皆出顔魯公」と関係があろう。r八覆室金石補正』64は「平蟹類」に見

える結街によってr金石録』のいうr弼」はr實」の誤字であるとする。秀弼

と秀実は兄弟。また、『金石録』に「李陽泳撰」とあり、「撰」も「象」の誤字

であるとし、「超録誤」といって『金石録』の杜撰を印象づけているが、宋本

（16）ではいずれも「象」に作っている。

　甲（66）纂額「平蟹頗」〔薩部郎中韓雲卿撰、梁州長史韓秀實八分書〕

　r弩西金石略』1（5b）、『金石績編』8（43a）、r八婁室金石補正』64（14ba）、

（15）『北京圖書館藏中國歴代石刻拓本匿編・第二七冊・唐』（p151）「高力士墓碑」。

（16）古逸叢書本・石刻史料新編所収本。
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　李陽汰事跡考（下）
唐代文人・李陽沐とその周辺

『全唐文』441。

　　【李陽氷の結衛“京兆府戸曹参軍”】

　　r弩西金石略』　『金石績編』は署街部分を「□□□□口李陽汰裳額」とするが、『八

襲室金石補正』は「□□□□□□□李陽沐象額」として「李陽泳署街七字磨湖、不可辮、

僅空五格。　　李陽沐、超郡人、『宰相世系表』載其爲“絡作少監’’。此刻列街已嵌、審

之、“李’’上似‘‘率’’、不審何官」というから、r□□□□□□率李陽沐纂額」であろう

と考えている。石刻は桂林市鉄封山の西端の懸崖に現存しており、筆者の調査によれば

　r□□□□□□□□陽汰纂□」と判読できる。明　張鳴鳳『桂故』8「籍志」（桂林図書

館蔵清抄本）は「平蟹煩」を収録しており、「廣州府戸曹参軍李陽氷纂額」（四庫全書本は

r廣」を脱字）に作っている。咬然「同顔使君員卿睨山送李法曹陽汰西上献書、時會有

詔徴赴京」詩にいう「法曹」も李陽汰の官であり、したがって「法曹」から「廣州府戸

曹参軍」に移ったことも考えられる。しかし『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本睡編・唐』

第27冊（p152）に「平蟹煩」の拓本（影印）を収めており、それによれは「□□府戸曹

参軍□陽汰纂額」のように読める。r陽」の上はr李」であり、r李」の上は拓本の影印

本では「其」のような字形であって明らかに「率」字ではなく、その上に「戸曹参」と

あることによって「軍」字であると判読される。文中には「大唐大暦十二年八月……建」

とあり、これは韓炎「唐故開府儀同三司兼内侍監贈揚州大都督陪葬泰陵高公（力士）神

道碑井序」に「大暦十二年歳次丁巳五月辛亥朔十一日辛酉奉勅立石。……京兆府戸曹参

軍李陽汰象額」とあるのと同年の立石であり、したがって「平蟹煩」も「京兆府戸曹参

軍李陽沐象額」であると考えてまず間違いない。

　　【韓雲卿。韓揮木・李陽沐の交流】

　李陽汰には韓捧木　韓秀実の親子二代にわたる合作が多い。韓愈「解虫斗書後記」に「愈

叔父（韓雲卿）當大暦世、文鮮濁行中朝。天下之欲銘述其先人功行取信來世者、威婦韓

氏。於時、李監陽汰濁能象書、而同姓叔父（韓）澤木善八分、不問可知其人、不如是者

不構三服、故三家偉弟子往來。貞元中（十二年796）、愈事董丞相幕府於汗州、識開封令

　（李）服之者、陽沐子。授余以其家解虫斗『孝経』・漢衛宏『官書』、爾部合一巻、愈賓

蓄之而不暇學。……（元和）十一年（816）六月四目、右庶子韓愈記」という。後に朱長

文『績書断』上「韓揮木僑」に「揮木當粛宗世以八文得名。是［時コ韓雲卿以文顯、李

陽汰以纂顯、捧木以八分顯、天下欲銘其先人功者、不得此三人、不構三服」というのは

これに拠ったものである。韓愈の父は雲卿の兄、仲卿。李白「武昌宰韓君（仲卿）去思

碑」（r全唐文』350）にr雲卿、文早冠世、拝監察御史、朝廷呼爲子房（漢張良）」。李

服之は李陽汰の子、韓愈は叔父　韓雲卿の子、韓秀実は韓澤木の子。三家は子弟にわた

って交流があり、代宗・徳宗朝の文芸をリードしてきた。韓雲卿と韓愈の兄・韓會（738？

一779Pl）は独孤及・柳識・崔祐甫らとともに李華の知遇を得た古文作家である（17）。

　李陽沐と韓澤木・韓秀実との合作はある時期を境に交替している。「唐萬年縣令徐肝

碑」（大暦四年）は韓雲卿撰　韓澤木八分書　李陽汰纂額、r唐贈梁州都督徐秀碑」（大暦

五年）は顔真卿撰　韓澤木八分書　李陽汰裳額であるから、李陽沐は大暦五年までは韓

（17〕r新唐書』203r李華傳」にr華愛奨士類、名随以重。若濁孤及・韓雲卿・韓會・李

系予・柳識・崔祐甫・皇甫再・謝良弼・朱巨川、後至執政顯官」。
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　澤木と合作していたが、大暦十二年頃から韓秀実との合作が多くなる。この交替は、そ

　の間に韓澤木が卒したことによるものであろう。朱関田（P608）は韓揮木についてr卒

　子代宗朝大暦六年先後」というが、大暦六年中あるいはそのよりも後であろう。韓澤木

　の書は「信行稗師碑」（大暦六年閨三月）・「楊仲昌後碑」（大暦六年七月）・「慈恩寺荘

　地碑」（大暦六年八月）・「大徳戒律師碑」（大暦六年）など、大暦六年中の作を最後にし

　て、それ以後の作が著録では見えず、代わって韓秀実の作が多くなる。そこで韓澤木は

　大暦六年（1771）冬か七年中に卒したと思われる。また、『集古録目』8（3b）「楊仲昌後

　碑」に「太子少保致仕韓澤木……大暦六年追立」というから、この頃すでに七十歳にな

　っていた。したがって韓捧木（703卜772？）は大暦七年（772）に卒したとすれば、生年は

　武周・長安三年（703）あるいはその少し前である。

　代宗。大暦十三年（778）　五十五歳、京兆府戸曹参軍事。

　甲（67）蒙額「唐太子典膳郎鄭君碑」〔（左補闘翰林学士）李翰撰、（穎陽縣丞）

徐瑛八分書〕

　『金石録』8（10b）に「李翰撰、徐瑛八分書、李陽氷纂、大暦十三年十月」。

　李翰は李陽汰象額「唐法慎律師碑」（大暦八年）の撰者である李華（715－774）

の子。『蕾唐書』190下「講穎士簿」に附す「李華偉」は簡略であり、r上元中（760

－762）爲衛縣尉、入朝爲侍御史」で終わっているが、『新唐書』203「李華偉」は

やや詳しくr（李）華累遷左補闘　翰林學士。大暦中、病免、客（河南府）陽麗

（縣）、卒」という。r新唐書』は恐らく梁粛r補闘李君（翰）前集序」にr弱冠

進士登科、解褐衛縣尉、其後以書記再参准南節度軍謀、累遷大理司直。天子聞

其才、召拝左補閾、餓加翰林學士。　　因疾罷免　　君既退、騎居於河南之陽

覆」というのによって補足したものであろう。梁粛「送李補闘赴少室養疾序」

にも「補闘」と称しているから、嵩山に隠退するまでは左補闘の官にあり、大

暦十三年十月までは長安にあり、後に建中元年（780）三月に李翰撰・李陽汰纂

額の「唐立漢黄公礪」を合作しており、これは陽覆県に立てられていたから、’

李翰は建中元年には隠退していると考えられる（18）。

　徐瑛とは「有唐相國贈太博崔公（祐甫1）墓誌銘」（建中元年780）の合作がある。

「有唐安平縣君贈安平郡夫人王氏墓誌」（19）に「穎陽縣丞徐瑛書。　　大暦十三

（18）『唐五代：文学編年史　中唐巻』（p348）は「補闘李君（翰）前集序」を建中元年八月

の作とし、胡大凌『梁粛文集』（甘粛人民出版2000年）「梁粛年譜」（p234）は「補闘李君

（翰）前集序」　「送李補閾赴少室養疾序」を大暦十三年の作とするが、大暦十三年十月

の後、十四年の可能性もある。

｛19）周紹良『唐代墓誌彙編（下）』（上海古籍出版杜1992年、p1803）、北京図書館蔵拓本。

徐瑛は大暦・建中問に比較的著名な書家であったと思われるが、詳しいことはわからない。

この他に「唐故度持節上柱國□君夫人丘氏墓誌銘」（『唐文拾遺』21、『全唐文新編』。■
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　李陽沐事跡考（下）
唐代文人　李陽汰とその周辺

年歳次戊午」。

　以下のものも長安での作であり、確証はないが、早期の作ではなかろうか。

　V（68）纂書「楚金揮師碑」〔？撰〕

　r天下金石志』6（2b）r西安府」にr一呉通徴書、一李陽汰書」。

　r墨池編』6（20b）r楚金揮師碑　呉通微書、在思兆」、r集古録目』8（15a）

に「楚金稗師碑　紫閣山草堂寺沙門飛錫撰、中書舎人翰林學士呉通徴書。

碑以貞元二十一年（805）七月立」といい、呉通徴書のみ録すが、これについて

は唐代の言己録『歴代名書記』3（14a）「爾思寺観等壁書」の「千福寺」に「楚金

和尚法華感麿碑：顔魯公書、徐皓題額。碑陰：沙門飛錫撰、呉通徴書」という

から、有名な苓動撰・顔真卿正書・徐暗隷額「西京千福寺多賓佛塔感鷹碑」（天

宝十一載752）の碑陰に刻された沙門飛錫撰r楚金揮師碑」（貞元二十一年805）で

ある（20）。楚金は多宝塔を造った僧。『宋局僧像』24「唐京師千福寺楚金僑」に

よれば乾元二年（759）に示寂。ただし千福寺内には他にもいくつか碑銘があっ

た。r歴代名書記』には更に「楚金眞：呉書。一・・院（西塔院）門北邊碑：顔魯

公書、苓助撰」といい、また『墨池編』6（24b）には「唐千福寺多賓塔銘　劉

秦書」という。西塔院門北にあった碑は「西京千福寺多賓佛塔感鷹碑」である

と思われる。「千福寺多賓塔銘」の書者劉秦は『述書賦』に見える乾元（758）

以前の書家、おそらく翰林待詔であった（21）。『天下金石志』にいう「李陽汰書」

のr楚金揮師碑」は李陽汰の活躍時期から見てもこれらとは別のものである。

　V（69）纂書「千福寺石井欄題名」

　『歴代名書記』の「千福寺」に「院門北邊碑：……造塔人〔木匠李伏横・石

作張愛兄〕石井欄象書〔李陽沐、石作張愛兄〕」（〔〕は小字爽注）。これによれ

ば造塔の関係者名を石工の張愛児が造った石井戸の欄干に李陽沐の象書を刻し

たと思われる。r天下金石志』がr楚金稗師碑」をr一呉通徴書、一李陽汰書」

というのはr歴代名書記』のこのような記載に基づいたものかも知れない。r天

■358）に「洛陽進士徐瑛撰丼書」とあり、「□□□□壬午元祀」というのは天宝元年歳次

壬午（742）であろう。張式「大唐故銀青光禄大夫彰王榑上柱國會稽郡開國公贈太子少師

東海徐公（浩）神道碑銘井序」（『全唐文』445）　徐浩「古迩記」（『墨池編』4）　徐浩「唐

故朝議郎行馬翔郡司兵参軍徐府君（凌）墓誌銘」（朱関田p266）によれは、著名な書家徐

浩の子に毒・現・瑳・瑠・致、兄徐凌に項・珀・場がいたことが知られるから、その従兄

弟ではなかろうか。

（20）西安碑林に現存。また『全唐文』379「琴員カ」・916「飛錫」に収める。

（21）『述書賦』のr自武徳以來言乞於乾元之始、翰墨之妙、可入品流老、成備書之」の注に

「馬氏妻劉秦妹等」、また「馬氏劉氏、臨敷逼斥」の注に「翰林書人劉秦妹、婦馬氏」。
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下金石志』にいうr李陽汰書」のr楚金稗師碑」があったかどうか他の資料に

よって確認はできないが、千福寺に李陽汰の象書があったならば、それは「石

井欄」だけではなかろう。

　代宗。大暦十四年（779）　五十ハ歳、國子監永田集賢院直学士（？）。

　V（70）纂題「唐斐暖改葬碑」〔（左司員外郎？）崔造撰、（太子中允翰林侍詔）

韓秀弼八分書〕

　『金石略』下（35b）に「斐公碑：西京。……。御史中丞斐臓改葬碑：崔造文、

李陽汰象題。（小字注）未詳。　　右韓秀弼八分書」、『訪碑録』（『賓刻叢編』4r西

京清河縣」（21a）に引く）に「唐斐公碑　唐崔造撰、韓秀弼書。大暦十四年」。r金

石略』にいう「斐噴改葬碑」と西京（唐の河南府）にあった「斐公碑」の二つは

同一の碑ではなかろうか。あるいはr金石略』にいうr斐公碑」（西京）はr明

州刺史菱公紀徳隔銘」（明州、建中二年781）と混同されている可能性もある。『墨

池編』6（14a）同題には「韓秀弼八分」というのみで、李陽沐については記し

ていない。

　『集古録目』8（9a）「贈司徒馬罐新廟碑」に「太子中允翰林待詔韓秀實分書

題額。　　大暦十四年七月立」。『雀唐書』130「崔造偉」に「断西観察使李栖篭

引爲賓僚、累至左司員外郎。與劉曇善、及曇遭楊炎　庚準言巫奏伏諌、造累貝乏信

州長史」、『新唐書』150「崔造俸」もほぽ同じ。尚書左僕射劉曇が平章事楊炎ら

によって忠州刺史に駈講されたのは建中元年二月。

　建中元年にはすでに国子監丞　集賢院直学士の官職にある。この昇進　転職

は大暦十四年五月の代宗崩御と徳宗即位による政権の交替に始まるのではなか

ろうか。

　徳宗。建中元年（780）　五十七歳。国子監丞。集賢院直学士。

　⑮（71）纂額「舜廟碑」〔穫部郎中韓雲卿撰、梁州長史翰林待詔韓秀實八分

書〕（22）：

　r弩西金石略』1（7b）、r金石績編』9（1a）、r八婁室金石補正』65（1a）、r全

唐文』441「韓雲卿」。文末に「建中元年歳次庚申三月景寅朔二日丁卯建」。

　　【r舜廟碑」に見える結街と作年】

　　銭大肝『潜研堂金石文飯尾』7（24a）に「欧（欧陽修『集古録威尾』）・超（超明誠r金

　石録』）・陳（陳思『賓刻叢編』）三家皆未著録。（南宋）王象之『輿地碑目』構‘‘静江府有

（22、『北京圓書館藏中國歴代石刻拓本匿編・第二九冊・唐』（p9）、『中國西南地厘歴代石

刻睡編・第九冊・廣西桂林巻』（p8－9）に拓本を収める。
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　李陽汰事跡考（下）
唐代文人・李陽沐とその周辺

虞帝廟碑、唐李陽汰纂’’、而不載撰書人姓名、（明）干突正『（天下）金石志』以爲韓雲卿

撰、又不及書象者、皆孜之未審也。　　薯西石刻以此爲最佳、而牧藏家多不著録」。『全

唐文新編』441r韓雲卿」（8冊p5156）はr虞帝廟碑銘」に誤る。楊震方r碑帖叙録』（1982

年）「舜廟碑」（p187）に「在廣西桂林虞山、韓雲卿撰、韓秀實書。裳額嵌二［三？］字、

李陽汰書」というが、象額は三字とも現存している。『碧西金石略』は「京兆口□□□

□口□□汰象額」、『金石績編』　『八婁室金石補正』は「京兆□□□□□口□汰象額」

に作る。石刻は桂林虞山の南崖に現存しており、筆者が調査したところ、「京兆」とr沐

裳額」は残っており、「汰」の右は「府」（04行）・「郎」（03行）と並んでいるから、「兆」

下からr沐」上までの嵌字は七字。今、同人の他の碑と対照すれば次のようになる。

　高力士碑　　　：　r京兆府戸曹参軍李陽汰」：大暦十二年（777）五月

　平蟹頒拓本　　　　r□□府戸曹参軍李陽汰」；大暦十二年（777）八月

　舜廟碑原石　　　　「京兆□□□□□□□汰」：建中元年（780）三月

「汰」の上は「李陽」であり、「京兆」の下は「府」であるから、「舜廟碑」も「京兆府

戸曹参軍李陽汰」であったに相違ない。しかしこの結街は同年の碑等にいう所と合わな

い。「舜廟碑」原石の末には「大唐建中元年□□□□口月景寅朔二日丁卯□」とある。

建中元年は庚申。建中元年「景寅朔」の月は三月。そこで嵌文を補えは「建中元年〔歳

次庚申三〕月景寅朔二日丁卯〔建〕」であったに相違ない。つまり建元元年三月にr京

兆府戸曹参軍」であったことになるが、これは建中元年およびそれ以後の作に国子監丞

・集賢院学士とするのと矛盾する。たとえば「建中元年七月」の「顔惟貞家廟碑」に「集

賢院學士李陽汰」といい、建中元年十一月の「唐相國贈太博崔公（祷甫）墓誌銘」に「國

子丞李陽沐纂」、さらに建中二年十月の「刺史王密徳政碑」にも「國子監丞李陽汰」と

いう。そこで建中元年の三月に「京兆府戸曹参軍」、七月に「集賢院學士」、十一月に「國

子丞」であったということは、この問に官が遷ったと考えられる。なお、朱関田（p503）

は「r蕾紀』：‘‘六月己亥朔、御丹風棲……四品以下加一階”」によって、李陽子汰が京

兆府戸曹（正七品下）から国子監丞（従六品下）に昇ったのを大暦十四年とする。これは

徳宗の即位にともなう特別昇級。

　しかし、これは韓秀実の結衛と合わない。『集古録目』8の「昭義節度使醇崇神道碑」

　「贈工部尚書赤区玉碑」　「刑都尚書李光進碑」　「馬隣新廟碑」や『旬齋藏言己』26の

「李氏志」（23）にも韓秀実の結街が見える。今、それらを対比すれば次のようになる。

　藤崇碑　　：大暦　八年（773）r　　　梁州都督府長史　　　　　　翰林待詔」

　赤嗜玉碑　　：大暦　九年（774）r　　前梁州都督府長史　　　　　　翰林院待詔」

　李光進碑　：大暦　十年（775）「　　　梁州　　　司馬」

　平蟹煩　　　大暦十二年（777）「朝議郎守梁州都督府長史武陽縣開國男翰林待詔」

　李氏志　　　大暦十三年（778）「朝議郎守太子中允　　　武陽縣開國男翰林待詔」

　馬1隣新廟碑：大暦十四年（779）r　　　太子中允　　　　　　　　　翰林待詔」

　舜廟碑　　　建中　元年（780）「□議□□□□□□□府長史武陽縣開國男翰林□詔」

これに拠れば韓秀実の職事官は大暦十三年に梁州都督府長史から太子中允に遷っている

から、建中元年に再び梁州都督府長史に復したとは考え難い。「舜廟碑」にいう「建中

（23）また、『唐代墓誌彙編（下1）』（p1809）「大暦○六九」。
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　元年……建」は碑の建年をいうものであって、碑文の撰年は正文にいう大暦十一年ある

　いは「平蟹煩」の同じ大暦十二年ではなかろうか。

　　r舜廟碑」の正文は八分書であるが、最後の一行r大唐建中元年□□□□□月景寅朔

　二日丁卯□［建］」のみは借書である。この形式はr平蟹類」が全文八分書であるのと

　異なる。「舜廟碑」の末にいう「建中元年」は「建」つまり立石の年をいうが、本文に

　よれば桂州刺史李昌塵が舜廟を改修したのは「大暦十一年」である。また、「平蟹類」

　は大暦十二年の建立であるが、このr類」は李昌慶の夷蛮平定の功績を類えるものであ

　り、「舜廟碑」にも夷蛮平定の功績が記されており、「大暦十一年・・…・是歳、憲賊磯平、

　年穀登稔」といい、「平蟹類」にも「大暦十一年、桂林象郡之外有西原賊一・薩西縣南

　昌塵領桂州都督兼御史中丞、持節招討」とあるから、平蟹は大暦十一年秋のことであり、

　撰文は当然それ以後である。これは「平蟹煩」の建年である大暦十二年八月に近い。つ

　まり「平蟹類」と「舜廟碑」は両者ともに李昌嬢の事績を在任中に同一人物に依頼して

　撰し、書したものと考えられる。したがって両者の撰・書はほぽ同じ時期でなげればな

　らない。そうならば撰者・書者の結街も同じであってよい。以上によって、「舜廟碑」

　での李陽沐の結街は「京兆府戸曹参軍」であるが、「建元元年三月……建」は刻石・建

　碑の年代であって撰文はそれ以前、大暦十二年であると考えてまず問違いなかろう。

　V（72）纂額「唐立漢黄公碍」〔李翰撰、検校薩部郎中張從申行書〕

　r墨池編』6（28b）r唐漢黄丞相新廟碑」、r金石録』8（12b）r唐立漢黄公隔：

　　・建中元年三月」、r賓刻叢編』5（9b）r許州」にr唐立漢黄公廟碑：在陽覆」。

『績書断』下「張從申」にr遊山谷、見祖塔之側有一小謁、視其迩乃（張）從

申在建中時所作、而人未嘗省、……乃從申之合作者也、題其街目‘‘検校薩部郎

中’’」。梁粛「補闘李君（翰）前集序」に「召拝左補闘、俄加翰林學士。　　因

疾罷免一・君既退、婦居於河南之陽覆」。r賓刻叢編』にいう宋の許州陽習県は

唐の河南府陽覆県。

　⑳（73）蒙額「顔氏家廟之碑」〔吏部尚書顔真卿撰井正書〕（24）：

　『集古録目J8（1Oa）「顔惟貞家廟碑」、『金石録』8（12b）「唐顔氏家廟碑」（上

　中下）、『全唐文』340に「唐故通議大夫行醇王友柱國贈秘書少監國子祭酒太

子少保顔君碑銘」。文中に「集賢學士李陽汰」「建中元年七月」。『集古録目』に

「集賢院學士李陽沐」。開元十三年の詔に「院内五品已上爲學士、六品已下爲直

學士」（25）。この時の李陽汰の署街「集賢學士」「集賢院學士」は集賢院直學士

の略称。象額はr顔氏家廟之碑」六字。r金石録』の碑題はこの略称による。

　⑬（74）纂蓋「有唐相國贈太博崔公（祐甫）墓誌銘」〔吏部侍郎召庫説撰、前河

南府頴陽縣丞徐瑛書〕（26）

（24〕西安碑林に現存。

（25〕r唐會要』64「史館下・集賢院」。
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　『唐代墓誌彙編（下）』（p1822）所収（開封博物館蔵石）によれば、蓋文は「有

唐相國贈太樽崔公墓誌銘」、誌文に「有唐中書侍郎同中書門下平章事常山縣開國

子贈太榑博陵崔公墓誌銘井序　吏部侍郎召盾説撰、　　、國子丞李陽汰象。

建中元年……其年十一月廿四日、有司奉詔、備薩葬於河南亡峰山之先螢」。李陽沐

の結衛r國子丞」は国子監丞（従六品下）の略称。崔祐甫（721－780）は独孤及ら

ともに李華に知遇を受けた古文作家。崔祐甫に「常州刺史濁孤公神道碑」があ

り、権徳輿にr崔祐甫文集序」がある。

　徳宗・建中二年（781）　五十八歳。國子睦永。集賢院直学士。

　V（75）纂額「唐明州刺史斐公（徹）紀徳碍銘」〔越州刺史王密撰、顔真卿書？〕

　『集古録政尾』7（11a）「斐公紀徳礪銘」に「大暦八年：明州」、『墨池編』6

（17a）「明州斐傲紀徳頒：乾元二年、王密撰、顔員卿書、李陽汰象」、『金石録』

8（7b）「唐明州刺史斐公紀徳隔」、『金石略』下（28a）「李陽沐象書」に「刺史斐

恭［傲コ紀徳碑明州」、『墨華通考』3「寧波府」に「刺史斐恭［傲］記［紀コ

徳碑」、r全唐文』791に王密r明州刺史河東斐公紀徳隔銘丼序」。

　r集古録蚊尾』には同題名の作を二篇収め、作者・作年について一本（r集本」

に拠る）には「大暦八年（773）」「唐越州刺史王密撰、國子監丞　集賢院學土李

陽汰象」というが、「又別本」（「眞蹟」に拠る）には「王密撰」とするのみ。『金

石録』も「唐明州刺史斐公紀徳礪」二篇を録して「唐鏡智稗師碑」（大暦八年十

二月）の後に置き、一篇（『集古録威尾』のいう「集本」）を「王密撰、李陽沐象」、

別の一篇（r集古録政尾』のいうr眞蹟」）をr八分書、姓名残嵌」とする。r賓刻

叢編』13（18b）にも「唐刺史斐傲紀徳隅」二本を載せており、一本（『集古録政

尾』のいう「眞蹟」）については『集古録目』を引いて「唐越州刺史断江東西節度

副使王密撰、集賢院學士李陽汰象。斐公、名傲、代宗時爲明州刺史。歳満、罷

去州、人爲之立碑。不著刻石年月」とし（27〕、また『復齋碑録』を引いて「唐王

密撰、李陽汰募井古文額。大暦八年立。建炎（1127－1130）中、焚段、今有重刊

本」といい、いっぽう別本（r集古録飯尾』のいうr員蹟」）についてはr復齋碑録』

を引いて「唐王密撰、八分書、姓名残鉄」とする。これをまとめれば次の二本

があったことになる。

　　A　王密撰、李陽汰象丼古文額、大暦八年。

（26）藤原楚水『訳注語石（石刻書道考古大系）』（省心書房1978年、中p522－41）、『北京図書

館蔵中国歴代石刻拓本睡編・第二八冊・唐』（p9）に拓本影印を収める。

（27）この条は清・穆茎孫の輯本には見えない。
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　　B：王密撰、　？　八分書？額、　？　年。

Bの素性については不明な点が多いが、『墨池編』にいう所と混同があるのでは

なかろうか。集本には、『集古録目』に「不著刻石年月」というように、刻石

立碑の年代が記されておらず、r大暦八年」とするのはr集古録飯尾』の考証に

よるものである。文中に「皇唐御神器百四十二載、天下大康、而海隅小憲、

敢璋蟹毒、結霞L駆越」というのを、r集古録政尾』は考証して王回の説r唐自武

徳至大暦八年、實一百五十六年、中問除則天構周十四年、則正得一百四十二年。

　　・是歳廣州晋舎予晃作霞L」に従っている。年のみを示して月を示していないの

も「不著刻石年月」であった証拠である。しかし「一百四十二年」の大暦八年

は内乱があった年をいい、碑文の内容は斐傲が出兵してそれを鎮圧したことを

頒えるものであるから、碑文の撰は大暦八年ではなくてそれ以後である。また、

撰者王密が越州刺史であったのは大暦十四年から貞元初。r會稽援英纏集』唐太

守題名に「王密　大暦十四年十一月自湖州刺史授」、『元和郡県図志』26「越州

　上虞縣」に「貞元元年、刺史王密奏置」。朱関田（p520）は『賓刻叢編』に引

く『集古録目』に「断江東西節度副使王密撰」とあり、『新唐書』68「方鎮」に

建中二年「合断江東西二道観察、置節度使」というのによって、碑文を建中二

年の撰・書とする。そうならば『墨池編』にいう「乾元二年」は「建中二年」

の誤字ではなかろうか。

　顔真卿「張長史十二意筆法記」（原注「天賓五載」）によれば、顔真卿は天宝二

載と五載に洛陽の斐傲宅に逗留していた張旭を尋ねており、また「王公（密）

徳政碑」も李陽沐象額　顔真卿書であるから、「斐公（傲）紀徳礪銘」も顔真卿

書であった可能性が高い。前述したように、李陽汰も天宝＿載頃に斐傲宅で張

旭に書を学んでいる。ただし同じく前述したように「張長史十二意筆法記」に

は問題が多い。

　V（76）蒙額「唐明州刺史王公（密）徳政碑」〔断東観察判官李舟撰、太子少

師顔真卿正書、（彰王博）徐浩正書較書〕

　r集古録目』8（11a）r刺史王密徳政碑」（r賓刻叢編』13（19b）r明州」）にr碑

以建中二年十月立、丼勅書同刻、勅徐浩所書也」、『墨池編』6（16b）「唐明州王

密徳政碑」、『金石録』8（12b）「唐明州刺史王公徳政碑」に「建中二年十月」、『金

石略』下（11b）「王密徳政碑」「（在）明州」、『賓刻類編』3（12a）「明州刺史王

密徳政碑、請立救書：……建中二年十月刻石、（在）明」。『集古録目』に「國子

監丞李陽汰」。李舟（739－786）（28）は「濁孤常州（及）集序」（『全唐文』443）を撰
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しており、梁粛が「虚州刺史李公（舟）墓誌銘」（『全唐文』521）・「祭李虚州文」

（『全唐文』522）で称える古文作家（29）。また、李陽沐はかつて徐浩（703－782）と

r祭酒史仲護碑」（上元元年762？）の合作がある。結衛は建中二年十一月の建r唐

大興善寺故大徳大辮正廣智三藏和尚碑銘」（『金石葦編』102）に「銀青光禄大夫彰

王樽上柱國會稽縣開國公徐浩書」。

　作年は不明であるが、以下にこれと関連して李陽汰の書と考えられる北宋の

法帖を掲げておく。

　甲（77）蒙書r田隠帖」：

　『淳化閣帖』5「秦丞相李斯書『田時帖』：象書四行十八字」。李斯の書とさ

れていたが、宋・黄伯思『法帖刊誤』（30）上「薙帖」に「李斯書、米（帝）云‘‘未

知何人書”。僕案、其文云‘‘田晴耕褥　　’’、乃李陽汰纂、王密所撰『明州刺史

河東斐公紀徳石昌』中字也。其碑略云：‘‘驚適復田時、……’’。此帖乃摸‘‘田晴’’

等十八字爲斯書、與碑中象無鎌参差。而米云‘‘未知何人書’’、蓋未嘗見此碑耳」。

後に清　乾隆勅撰『淳化閣帖澤文』では「蕾誤史籍　李斯、列巻五第四　第五、

今移改（第九）」。清　周行仁『淳化秘閣法帖源流考』の「閣帖九」に「李斯十八

字、乃李陽汰象、王密所撰『河東斐公紀徳爾』之文、而史籍書六字、亦碑額中

字」。

　甲（78）纂書「敏州帖」：

　『淳化閣帖』5「史籍書『敷州帖』、象書二行六字」。これについても早く宋代

から議論があり、宋　黄伯思『法帖刊誤』上「薙帖」に「此書云‘‘敷州裏［斐コ

易徳系’’、字殊無三代畳豊、與其鮮皆唐人筆也」、宋　棲鏑『攻娩集』74「政再刻

斐公紀徳隔」にr黄秘書伯思長容r法帖刊誤』云‘‘　皆唐人筆’’、亦爲未壷。

蓋所謂‘‘史籍書’’者、即此碑額中字也。‘‘敷”乃『碧落碑』第二字‘‘唐’’字也。

陽汰最愛『碧落碑』、故用之。秘書以爲‘‘楊’’字殆未致爾。‘‘州　斐　徳”三字

皆在、‘‘系’’即‘‘紀’’字之半、但無‘‘易’’字、疑以‘‘明”字盤而成之、特以大爲

・」＼豊秘書却未考此碑之額耶」。後に清・乾隆勅撰『淳化閣帖澤文』に「奮誤史

｛28）胡大凌『梁粛文集』（甘粛人民出版2000年）「梁粛年譜」（p245）が梁粛「慮州刺史李

公（舟）墓誌銘」を貞元二年（786）の作とするのに拠る。梁「墓誌」に「享年四十有八」。

（29）r常州刺史濁孤及集後序」（『全唐文』518）は梁粛が撰しており、またr祭濁孤常州

文」（『全唐文』522）も撰している。李舟については両『唐書』に伝はなく、作品も多く

は伝わっていないが、『新唐書』57「塾文志・小學類」に顔真卿『韻海鏡源』三百六十巻

に続いて「李舟『切韻』十巻」というのは同一人物ではなかろうか。

（30）『百川學海』戊集所収。
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籍・李斯、列巻五第四・第五、今移改」。清・周行仁『淳化秘閣法帖源流考』の

「閣帖九」に「史籍書六字、亦碑額中字」。『碧落碑』と李陽沐の関係について

は晩唐・李肇『唐國史補』上に見える。大暦五年（770）の条を参照。

　徳宗。建中四年（783）　六十歳。國子睦永・集賢院直学士。

　甲（79）蒙額「唐元魯山（徳秀）墓碍」〔（前）観察御史李華撰、太子太師顔真

卿正書〕

　『集古録目』8（11a）「元魯山墓礪」に「観察御史李華撰、太子太師顔員卿書、

集賢院學士李陽沐纂額。魯山、名徳秀、字紫芝、河南人、嘗爲魯山令。碑以建

中四年〔秋〕立：『賓刻叢編』（31）」、『金石録』8（13a）「唐元魯山墓礪」に「建

中四年秋」、『金石略』下「顔眞卿」（9a）に「元魯山墓礪：西京」、『全唐文』

320に李華r元魯山墓碍銘井序」。宋の西京は唐の河南府洛陽、宋の伊陽県は唐

の河南府陸澤県。

　　【李華「元魯山墓碍」の作年と立石年〕

　　『奮唐書』190下「文苑　李華樽」の末に「華嘗爲『魯山令元徳秀墓碑』。顔員卿書、

　李陽汰纂額。後人争模篇之、號爲‘‘四絶碑”」という。「魯山令元徳秀墓碑」は「元魯山

　墓礪」・r元魯山墓隔銘井序」と同じものの別称である。これによればこの作は顔真卿

　・李陽汰が書したこともあって、当時かなり有名であったらしい。しかし顔・李がこの

　文を書したのは李華（715－774）の死後かなり経ってからのことである。李華は大暦九年

　（774）五月の卒。梁粛「爲常州濁孤及使君祭李員外（華）文」に「維大暦元［九］年

　五月目……祭干故尚書吏都超郡李退叔三兄之嚢」。「元」は「九」の誤字。『宋高僧侮』

　14r塔洪州大明寺嚴峻僖」に「大暦元年一・、四年春、洪州刺史李華員外入大明寺住止」、

　また李華撰「唐法慎律師碑」は大暦八年十二月の撰。したがって「元魯山墓隔」の立石

　は建中四年（783）秋であるから李華の死後九年も経っていた。

　　この他にもいくつか問題がある。『集古録目』には「太子太師顔員卿書」という。顔

　真卿が太子太師に改められたのは、宋・留元剛および清・黄本駿の『年譜』によれば、

　建中三年八月であるから、建中四年立石に矛盾しない。しかし黄本駿「元徳秀碑」の条

　にr案魯公以建中四年正月使准南、以李希烈所困、是秋安得爲徳秀書碑。蓋『集古録目』

　及『金石録目』所書皆立碑年月、非書碑時也」という。そうならば建中三年八月から十

　二月の問に書かれ、翌年秋に刻石・立碑されたことになる。

　　次に、「元魯山墓隅」の撰年はいつなのか。『集古録目』には「監察御史李華撰」とい

　うから、「元魯山墓石葛」は李華が監察御史であった時の作である。独孤及「李華中集序」

　にも「自監察御史已像所作……編爲二十巻、號『中集』。其中一・表賢達盛徳則『崔賓

　客集序』・『元魯山隔』」という。この「元魯山礪」は「元魯山墓隔」そして先の「魯

　山令元徳秀墓碑」　「元魯山墓隅銘井序」と同じものと考えてよい。『奮唐書』本伝に

（31）陸心源校『賓刻叢編』（石刻史料新編所収）4（17b）「西京・伊陽縣」に引く『集古禄

目』では「□□院學士」「四年秋立」。
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r天賓中、登朝爲監察御史、累轄侍御史」、またr新唐書』203r文塾・李華樽」にもr天

賓十一載（752）、遷監察御史。宰相楊國忠支姪所在横滑、華出使。……徒右補闘。安禄

山反（十四載755）」という◎これによれば李華が監察御史であったのは、天宝十一載か

ら十三載前後までの問である。これは「元魯山墓礪」に「維唐天賓十二載九月二十九日、

魯山令河南元公終於陸澤草堂。　　以明月十二目、芝於所居南岡」というのと符合する。

そこで元徳秀の卒後、天宝十二載（753）の作と考えて間違いない。したがって次のよ

うな時間的関係になる。

　　天宝十二載（753）冬、　李華撰r元魯山墓礪」。

　　大暦　九年（774）五月、李華卒。

　　建中　三年（782）秋冬、顔真卿書・李陽汰象額「元魯山墓礪」。

　　建中　四年（783）秋、　立石。

顔真卿・李陽汰が「元魯山墓碍」を書したのは李華の卒後約十年、また「元魯山墓硯」

が作られてからは三十年後ということになる。「墓礪」は天宝十二載に作られただけで

なく、同時に刻されたはずである。そうならば顔・李が書して立てたのは重刻・重建と

考えなければならない。

　では、なぜ三十年も経ってから再び書かれ、立石されたのか。それは元徳秀（696－754）

の顕彰運動であり、元徳秀の顕彰は中唐につながる新しい理想像の提示と文塾運動の現

れであるといえるのではなかろうか。

　『蕾唐書』190下「文苑偉」　『新唐書』194「卓行樽」に「元徳秀僑」を収め、李華

は劉迅・講穎士とともに讃えて「三賢論」を表し、それらによれば、元徳秀のもとには

李華の兄李薯や柳識など多く人が集まって門弟子と号し、文行先生と誼したとして、高

節・清貧を称えている。また、その文学にいたっては、『奮唐書』は「率情而書、語無

雛刻」といい、李華「元魯山墓爾」に「所著文章……可謂與古同轍、自爲名家者也」と

いう。元徳秀は当時の一部の士の共有する理想的人物像であったといえる。『奮唐書』

190「李華偉」の末に「爲『元徳秀・穫皐銘』・『四暗賛』、構道深椀、讃者憐其志」と

いうのは、李華の数多い作品の中でも「元魯山墓爾銘」　「著作郎贈秘書少監樫君（皐）

墓表」（r全唐文』321）　r四浩讃」（r全唐文』317）が有名であったらしい。r穫君（皐）

墓表」は「元魯山墓隔銘」の約半分の短文であり、内容も元徳秀に次ぐ人物として評価

し、短命を惜しむものである。先にみたように「元魯山墓爾」は重刻再建されたと考え

られるが、古代の隠士を類えた「四暗讃」も重刻されている。『復齋碑録』（『費刻叢編』

1O（52a）に引く）r唐四皓新廟記」にr唐講會重建、以李華r四皓賛』代銘。葦行倹正書。

元和八年（813）辛丑歳、李栖篭刻」という。

　「元魯山墓礪」は「構道深椀、讃者隣其志」であるために、当時の名書家である顔真

卿・李陽汰によって書されて再建された。顔・李がそれを書したのは、元徳秀・李華の

依頼によるものではなく、またその親族の依頼によるものではなかろう。顔・李によっ

て李華「元魯山墓碍」の価値カ再発見されたのである。つまり、元徳秀　李華　顔真卿

・李陽沐らに共有する何かがあった。それは当時の燗熟し腐乱した士杜会の道義に対す

るものである。その鰯熟・腐乱はついに安史の乱を勃発させ、それを逃れて移った江南

での交流によって育っていった。「元魯山墓礪」再建に限っていえば、江南で交遊のあ
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　った李陽沐と顔真卿が京師で再会し、顔真卿が槽書して李陽汰が象書するという合作が

　開始したが、その前に彼らは李華やその子・李翰や甥・李観と江南で交遊していた。ま

　た、r新唐書』203r文嚢・李華簿」にr華愛奨士類、名随以重、若濁孤及・韓雲卿・韓

　會・李粁・柳識・崔祐甫・皇甫再・謝良弼・朱巨川、後至執顯官」というように、李華

　の知遇を得た人が官界で活躍するようになり、これと同時に古文がこれらの士によって

　推進されたことなどが、「後人争模馬之、號爲‘‘四絶碑’’」「讃者隣其志」の背景にある。

　r元魯山墓隔」が尊ばれたのはその内容のみでなく、内容を伝えた文体そのものにもあ

　る。

　　r蕾唐書』「韓愈偉」に「大暦　貞元之問、文字多尚古學、敷揚雄　董仲舎予之述作、

　而濁孤及・梁粛最構淵奥、儒林推重。韓愈從其徒遊」という、いわゆる唐代古文の風は

　すでに大暦に始まっており、独孤及・梁粛ら新派の先導として李華があり、かれが讃え

　た粛穎士　元徳秀がいた。後に、建中四年春の知貢挙はかつて李華の知遇をうげた族子

　・李緑（731－792）であった。李華・独孤及の弟子である梁粛（753－793）は建中元年に

　「李翰前集序」を作って李華の子・李翰の文学功績を大いに称揚しているが、この「李

　翰前集序」は独孤及が「李華中集序」で示した文学論を継ぎ、それを世に弘宣せんとす

　るものである。さらに忘れてならないのが元結との関係である。元結は、元結「元魯縣

　　（徳秀）墓表」に「元子從兄前魯縣大夫徳秀卒」というように元徳秀の従弟であり、ま

　た元結と顔真卿は元結撰「中興類」を書したことで知られるように親交があった。後に

　顔真卿は「唐容州都督元君（結）表墓碑」は撰井書してそれに「十七始知書、乃授學於

　宗兄先生徳秀。　　慶葬君於魯山青嶺泉陵原」という。元結も古文復輿の先駆者であり、

　北宋の古文を先導した欧陽修はr既久而韓　柳之徒出。蓋習俗難愛、而文早憂鶴又難也。

　次山當開元・天賓時、濁作古文、其筆力雄健、意気超抜、不減韓（愈）之徒也、可謂特

　立之士哉」（r集古録政尾』83a「唐元次山銘」）と高く評価する。安史の乱後の江南を拠点

　として、李華・李翰・講穎士・独孤及・梁粛・顔真卿・李陽沐・韓雲卿・柳識・崔祐甫

　等々の交流によって新しい文嚢の気運が生まれていたのである。

　甲（80）撰『翰林禁経』　巻

　r崇文縄目』1r小學類下」にrr翰林禁経』一巻　李陽汰撰」、r郡齋讃書志』

4「小學類」（10b）に「『翰林禁経』八［一？コ巻　右唐李陽汰撰。論書勢筆法

所禁、故爲名書」、明・藩之涼『書法離鉤』1「四學」に「李陽汰『翰林禁経』」。

これはいわば書法の教材のようなものであるから、国子監時代の撰であろう。

　　【『翰林禁経』と『翰林禁書』】

　　類似の書名は多く、混同が考えられる。『直齋書録解題』14「雑蘂類」（7b）には「『翰

　林禁書』三巻：無名氏」を録し、「按『文猷通孜』（190「経籍考・小學」）有『翰林禁経』

　八巻、引晃公武r（郡齋）讃書志』日“唐・李陽氷撰、論……名書”、疑即此書也」とい

　ってr翰林禁経』八巻とr翰林禁書』三巻を同一であろうと考える。またr宋史』202

　「塾文志・小學類」にも「『翰林禁書』三巻。一・並不知作者」とあり、『直齋書録解題』

　と同じ。この他に、『通志・蓼文略』2「小學類・法書」には「『書禁経』一巻」なるも

　のを録しており、これは『崇文纏目』にいう「『翰林禁経』一巻：李陽汰撰」にも似て



26
　李陽汰事跡考（下）
唐代文人・李陽汰とその周辺

いる。後に明・焦拡『國史経籍志』2にも「『書禁経』一巻」を録す。これらによれば、

北宋において『翰林禁経』は李陽汰の撰と考えられていたが、南宋になると『翰林禁書』

とよばれ、撰者も知られなくなったように思われる。しかし後に元・鄭杓『術極』（延

祐七年1320）4r古學篇」にr翰林禁経襲諸家筆思」とあり、元　劉有定は注してrr翰

林密論』二十四條、論用筆法◎『禁経』、唐太宗集王義之・虞世南諸人等三十徐家法論、

撰成三巻、上論用筆、中論異勢、下論裏結。其言極多禁勅・不行、號日『禁経』。『叙』

目“夫工書須從師授、……’’」というから、r翰林禁経」はr翰林密論』と『禁経』の二

書と見なされている。『翰林密論』の方は南宋　陳思『書苑青華』2「書法」は「翰林密

論二十四條用筆法」として収めており、清・潟武『書法正榑』6「纂言」などは「或云

是李陽沐作」と注しているが、早くは盛唐　張懐罐「論用筆十論」に「『翰林密論』云

凡攻書之門、有十二種隠筆法、即是一・」といって同一の書名が見え、また内容も筆法
を説くものそあるから、李陽沐以前の撰である。しかし「翰林密論二十四條用筆法」に

は中唐の「柳宗元」や晩唐・盧携の「臨池訣」（一に「臨池妙訣」）が引かれているから、

増補されていったものであろう。「十二種隠筆法」と「二十四條用筆法」の差もそれに

よるものかも知れない。『禁経』の方は、「叙」の都分は『全唐文』10「太宗」に「禁経

序」として収められている。この『禁経』は『翰林禁経』というべきものであり、また

三巻本であったというから、r直齋書録解題』のいうr翰林禁書』三巻と同じもののよ

うに思われる。しかしこれは唐・太宗の編集であるから、李陽沐『翰林禁経』とは異な

る。あるいは太宗撰の『禁経』というものは太宗撰の『評書』と関係があるかも知れな

い。『崇文纏目』1「小學類下」には李陽沐『翰林禁経』一巻とは別に「『評書』十巻：

唐・太宗撰」を録しており、この「評書」は書名から見て「唐太宗集王義之・虞世南諸

人等三十除家法論」という内容に近いものを想像させる。太宗『評書』は『通志・璽文

略』2・『國史経籍志』2にも「『御製評書』一巻：唐・太宗」として録されているが、r翰

林禁経』・『翰林禁書』は『通志・嚢文略』・『國史経籍志』には録されていない。太

宗『評書』十巻、太宗『禁経』三巻、無名氏『翰林禁書』三巻なる三者はどうも関係が

あるように思われる。これを整理すれば次のようになる。

　r崇文纏目』　　　李陽沐r翰林禁経』一巻　　　　太宗『評書』十巻

　『郡齋讃書志』　　李陽沐『翰林禁経』八巻

　r通志略』　　　：　？　r書禁経』一巻　　　　太宗r評書』一巻

　『文献通考』　　：　？　、『翰林禁経』八巻

　r直齋書録解題』　　？　r翰林禁書』三巻

　『宋史』　　　　：　？　『翰林禁書』三巻

　『術極』　　　　：太　宗『　禁経』三巻

　r國史経籍志』　：　？　r書禁経』一巻　　　　太宗r評書』一巻

太宗『評書』は、『墨池編』1「筆法」に「唐太宗論書」・「唐太宗筆法」（r全唐文』10

r太宗」のr筆法論」）・r唐太宗指意」（r全唐文』10r太宗」のr指法論」）・r唐太宗筆意」

（r全唐文』10「太宗」の「筆意論」）を収めているもの、また南宋　姜愛『績書譜』、明

張紳『法書通澤』、明・藩之涼『書法離鉤』等々に「唐太宗云」として引かれているも

のではなかろうか。
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　後に民国　余紹宋『書書書録解題』10は「散侠」類に「『翰林禁経』八巻、唐　李陽

汰撰」を入れてr今r書苑青華』巻＿載有r翰林密論二十四條用筆法』及r翰林禁経九

生法』、未知是否由此書中摘録者」という。『翰林禁経』あるいは『禁経』の引用は、南

宋　陳思『書苑青華』2「翰林密論二十四條用筆法」中の他にも、早くは中唐　林蕊（貞

元四年明経及第）「接鐙序」中に見え、後に元・盛煕明『法書考』（至順二年1331）、明・張

紳『法書通澤』、明・播之涼『書法離鉤』、明・狂挺『書法粋言』等々にも多く引かれて

いる。以下、それを録しておく。管見によれば、『翰林禁経』あるいは『禁経』からの

引用は多いが、「『翰林禁書』云」あるいは「『禁書』云」というような引用は見当たら

ないようである。この点からも見ても「翰林禁書」は「翰林禁経」の誤りであるように

思われる。

　【『翰林禁経』の侠文】

　李陽汰の作であるかどうか確証を欠くが、『翰林禁経』の侠文と思われるものを以下

に拾っておく。

　　01　『翰林禁経』云：筆貴饒左、書尚遅濯、此君臣之道也。大几黒占書、不在拘之長

　　短遠近、但無遇其勢。停令筋骨相連、意在筆前、然後作字。若平直相似、状如算子、

　　此蓋爾、非書也。

「擦鐙序」に引く。『法書通澤』下「執使篇」にも「『翰林禁経』云」として引くが、「非

書也」の後に「吾昔授教韓吏都一・・」というのも「接鐙序」と同じであり、また前条に

は「林艦『接鐙叙』云一・」とあるから、「接鐙序」からの引用である。『書法離鉤』3

「學構」には「『禁経』云」として引き、「此書爾」を「此但備黒占書耳」に作る以外、ほ

ぽ同一であり、また1「四學」に諸書を挙げて「李陽汰『翰林禁経』」というから、この

「禁経」はr翰林禁経』を指す。

　　02　『禁経』云：八法起於隷字之始、自崔・張・鍾・王樽授、所用該於萬字。墨道

　　之最、不可不明也。晴僧智永、襲其指趣、授於虞秘監世南、自葱樽授、遂廣彰焉。

r書苑青華』2r水字八法」に引く。またr法書考』4r八法」にはrr翰林禁経』云」

とし、『書法離鉤』5「八法」にも「『禁経』云」としてほほ同文が見える。『書苑青華』

は『禁経』の引用の後に「李陽沐云：昔逸少工書〔遂歴〕多載、十五年中偏攻‘‘永”字、

以其備八法之勢、能通一切字也」というが、『書法離鈎』は「禁経云」と「李陽沐云」

の部分を転倒して載せ、「李陽汰云：逸少十五年偏工‘‘永”字、以其備八法之勢、能通

一切字也。『禁経』云：八法起於隷〔字之始〕、自崔・張・鍾・王偉授、〔所用〕該於萬

字。墨道之最〔、不可不明也〕。〔晴僧〕智水襲其旨趣、授於〔虞秘監〕世南、自葱〔傳

授遂〕廣〔彰〕焉」というから、『書苑青華』に拠った、あるいは同系の資料に拠った

ものであろうが、r李陽汰云」を前に置くことはr八法」全体が李陽沐の説であるとい

う印象を与える。ただしこの文とほぼ同じものが唐・張懐瑳『玉堂禁経』（lr墨池編』2「筆

法」所収）の「用筆法」に見え、「八法起於隷字之始、後漢崔子玉、歴鍾・王已下簿授、

所用八膿＝該於萬字。墨道最、不可邊明。又先達八法之外、更相五勢以備制度」とあり、

前半は極めて似ているから、この「禁経」は「翰林禁経」ではなく、「玉堂禁経」であ

る可能性が高い。

　　03　『禁経』云：黒占如利鐘鐘金。
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　　04　『禁経』云：書如長錐界石。

　　05　『禁経』云：懸針如長錐綴地。

　　06　『禁経』云：聯飛如雁陣當秋。

　　07　『禁経』云：礫礫如生蛇渡水。

以上は「『翰林密論』二十四條用筆法」に引く。また、06は『法書考』4「烈火法」、『法

書通澤』上「八法篇」に「禁経云」として同文が見え、07は『書法離鉤』5「礫」に「禁

経云」として「如生蛇渡水」という。いずれも『翰林密論』に拠ったものと思われる。

　　08　r禁経』云：有功無性、神彩不生、有性無功、神彩不愛。

　　09　『禁経』云：黄庭三開字用草法、上蛆側、中策、下奮筆横飛。

　　10　『禁経』云：及友尺反、是從波、還之遠趣、是横波。

08はr書苑青華』2r叙筆法」　r法書考』6r風神」　r書法離鉤』2r從性」に、09

は『法書考』4「勒法」・『書法離鉤』5「書例」、10は『法書通澤』上「八法篇」に引
く。

　　11　『禁経』云：鍾書宣示用。

『法書考』4「奮筆法」に引く。

　　12　『翰林禁経』九生法：一生筆、純毫爲心、軟而復健。二生紙、新出筐笥、潤滑

　　易書、即受其墨、若久露風日、枯燥難用。三生硯、用貯水、畢則乾之。司馬公云‘‘硯

　　石不可浸潤”。四生水、義在新汲、不可久停、不堪用也。五生里、随要旋研、凝利

　　筆墨、光爲上研、多則泥頓也。六生手、適携執鍔、腕則無準。七生神、凝神静思、

　　不可煩燥。八生目、寝息適磨、光朗分明。九生景、天氣清朗、人心箭悦、乃可言書

　　也。

『書苑青華』2に引く。『法書考』6「風神」に「『禁経』云　‘‘有功無性　　神彩不愛’’、

又云：“九生法：一生筆、乃可言書”」。r九生法」は有名で広く伝わっており、r翰林禁

経』の説として引くものは多いが、諸本の問に、また同本の内でも異同がある（32）。い

くつかの伝本があったことが知られるが、これら明・清の間にr翰林禁経』のr九生法」

とされているものは、次のように、早くは北宋のr墨池編』2r筆法」のr張旭偉‘‘永”

字八法」の下に「九生法」として収めるものと基本的に同じである。

　　一生筆：純毫爲心、薄覆長短、不過六寸、軟而復建。二生紙：新出睦者、暢潤受書。

　　三生硯：用即着水、使畢須洗糠、令乾浄。四生水：須新汲水。五生墨：随要用旋研、

　　多研則泥鈍。六生手：過或勢勢、須得腕健。七生目：欲寝適嬉、不得眠昧、既味須

　　歌。八生神：凝念、不令燥煩。九生景：晴窓明曉。解此九生法、乃得名書也。

この内容は『翰林禁経』の「九生法」と極めてよく似ている。ただ「張旭偉‘‘永’’字八

法」は簡明であるが、『翰林禁経』の「九生法」は冗漫であり、異同が多い。恐らく伝

承・転写の過程で付加・改易されていったものと思われるが、北宋から『翰林禁経』が

李陽沐の撰と考えられていたことは確かであり、張旭偉「九生法」を発展させたような

「九生法」が『翰林禁経』にあったことは両者の深い関係をつげる。これは筆法が張旭

から李陽汰へと伝授されたという伝承と関係があるかも知れない。『墨池編』の「張旭

（32）r法書通澤』とr書法離鉤』は近いが、r書法粋言』とはやや異なり、r書學捷要』と

はかなり異なっている。
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　傳‘‘永”字八法」の前に収める「古今傳授筆法」に「張旭傳李陽汰、陽汰像徐浩、徐浩

　像顔員卿、真卿樽郎形、郎形傳葦玩、章玩傳崔遡」といい、このような系譜は晩唐・張

　彦遠（815？一875P）『法書要録』1「傳授筆法人名」に「（張）旭樽之李陽汰、陽沐僑徐浩

　顔眞卿・郎形・葦玩・崔遡」というから、すでに唐代から知られていた。

　甲（81）撰『論纂』　巻

　晩唐　章続『墨薮』の「論纂第七」に「將作少監李陽汰」として収め、『玉海』

44「小學」（23b）に「李陽氷『論裳』云：秦始皇時、王次仲制八分書」と見え

る。後に明・陶挺r説郭（一百二十巻本）』86にr論象：唐・李陽氷」を収める

が、巻頭の「目録」では「論象：李氷陽」に作っている。清・顧湘r象學填著』

（道光二十年）にrr論象』一巻　唐李陽沐撰」として収める。

　『書書書録解題』9（6b）は「説郭本　象學墳著本」に拠って録して「偽託」

類に入れ、「此編即就陽泳『上李大夫書』去其末段、復薙輯『法書要録』中言八

分　草　隷語於後、實無關於纂法。蓋自葦績『墨薮』録出者、惟葦績不識撰人、

此運題爲陽汰撰、亦無柳之甚集」という。たしかに『墨薮』に載せる「論象」

の前半はほぼ李陽沐r上李大夫‘‘論古纂’’書」の全文であり、r王次仲、秦始皇

時、製八分」から始まる後半部分は「上李大夫‘‘論古象’’書」には見えず、ま

た内容も「論象」つまり「象書を論じる」ものでない。『玉海』の引用によれば、

南宋でも後半部分を含み、李陽汰の作として伝わっていたようであるが、後半

の内容は書史であって前半と載然と分かれるから、あるいは本来はr上李大夫

‘‘論古纂’’書」に拠って、末段にある書簡としての私的な部分を削って独立さ

せたものがr論象」一巻として通行しており、後半は別人の作であって別の題

がついていたことも考えられる。後半の内容は葦続r墨薮』に収めるr五十六

種書」によく似ている。

　甲（82）撰『筆法要訣』　巻

　『通志　塾文略』2「小學類」　『國史経籍志』2「小學」に「r筆法要訣』一

巻：李陽汰象［撰コ」。早くは『墨池篇』6「器用」の「筆」に「唐・李陽汰『筆

法訣』云」として引き、後に『説郭（一百二十巻本）』86に「『氷陽筆訣』　唐李

氷陽」という。巻頭の「目録」でも「氷陽」に作っているが、前にある「論纂」

が目録でr氷陽」に作り、本文で「陽氷」に作っていたのと同じで、「陽氷」の

誤り。

　　【『筆法要訣』と『筆訣』】

　　『書書書録解題』9（7a）は「説郭本」のみに拠って「汰陽筆訣」を録して「偽託」

　類に入れ、「是編摘取‘‘永’’字八法而題此名、蓋因『‘‘永’’字八法篇』中有李陽汰‘‘昔逸
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少十五念、偏攻“永’’字”之語、遂偽爲陽汰撰。偉録者又以‘‘陽沐”盛名恐人不信、乃

顛倒其名爲‘‘沐陽”。此作偽之最拙最劣老。『説郭』漫爲采録、無識甚美」という。「氷

陽」は「陽氷」の誤字であり、「筆訣」は「筆法要訣」の略であろう。当時、「筆訣」と

いう書名には、後蜀・姜道隠『筆訣』三巻、明・豊坊「筆訣」一篇などがあり、それら

と区別するために「陽汰筆訣」と呼ぶ必要があった。また、後述するように、示す所の

筆法秘訣なるものの作者について張旭・柳宗元あるいは衛夫人・王義之などとする諸説

があるから、「陽沐」を冠するのは李陽汰説とする立場を示すものでもあったといえる。

その内容はたしかに南宋　陳思『書苑青華』2「永字八法」に見えるが、しかし「漫爲

采録」したのは『説郭』ではなく、すでに『通志・塾文略』（1161年）に「『筆法要訣』

一巻」として録しており、さらに早くは『墨池篇』にも「李陽汰『筆法訣』」が引かれ

ているから、北宋で広く通行していたはずである。これが俗に「陽沐筆訣」と呼ばれて

いたために、『説孚峰』はそれに拠って採録したに過ぎないであろう。

　李陽沐の撰とされる『筆訣』と『翰林禁経』には深い関係がある。『書苑青華』2「永

字八法」に「『禁経』云：八法起於隷字之始、自崔・張・鍾・王俸授、所用該於萬字、

墨道之最、不可不明也。晴僧智水、襲其指趣、授於虞秘監世南、自葱俸授遂廣彰焉。李

陽汰云：昔逸少工書多載、十五年中偏攻“永’’宇、以其備八法之勢、能通一切字也」と

して「訣一」　「訣二」を載せた後で、「水字八法詳説」を載せており、各条は基本説

明をして「『口訣』云」で結び、それを受けて「問目」・「論目」を展開して「『筆訣』

云」で結ぶという形式で示される。つまり、「李陽汰云」という「永字八法」下に「筆

訣」が示されていることから、『書書書録解題』は『筆訣』が李陽汰撰と題されるよう

になったとする。その可能性は十分に考えられるが、『墨池篇』に引く「唐・李陽汰『筆

法訣』」の内容と必ずしも同じではない。また、「永字八法」に引く「筆訣」が李陽汰の

説でなければ誰の説であろうか。

　後に明・播之涼『書法離鉤』5「八法」には「禁経云」と「李陽沐云」の部分を転倒

して載せ、「李陽沐云：逸少十五年偏工‘‘永’’字、以其備八法之勢、能通一切宇也。『禁

経』云：八法起於隷〔字之始〕、自崔・張・鍾・王樽授、〔所用〕該於萬字、墨道之最〔、

不可不明也〕。〔晴僧〕智永襲其旨趣、授於〔虞秘監〕世南、自薮〔樽授遂〕廣〔彰〕焉」

とした上でr『訣』云」・rr筆訣』云」とともにr柳子厚云」・r論云」・r唐・太宗

云」　r張敬玄云」　r孫過庭云」　r庚肩吾云」　「姜高皐云」　r圭勢論云」　r右

軍云」・「顔魯公云」・「王蒙［濠］云」等として引用する。これらの「訣」・「筆訣」

も「筆法要訣」を指すであろう。それは『書苑青華』2「永字八法」の形式に似ており、

それを継承すると思われることによる。しかし、これらの内容の一部は早く唐・張懐罐

『玉堂禁経』（r墨池篇』2r筆法」に載せる）に「八法起於隷字之始、後漢崔子玉歴鍾　王

已下博授、所用八駿該於萬字◎墨道最、不可蓬明。又先達八法之外、更相五勢以備制度〕

として見られる。それを対照して示せば次のようになる。

　　唐『玉堂禁経』　　宋『書苑青華』2「永字八法」　明『書法離鉤』5「八法」

　　（序）

　　「用筆法」

　　「永」（八法類）
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　　r八法起・…・・」　rr禁経』云‘‘八法起……”」　　「李陽汰云……」

　　　　　　　　　　「李陽沐云……」　　　　　　　「『禁経』云“八法起……’’」

　　　　　　　　　　「永」略説

　　　　　　　　　　r訣一」

　　　　　　　　　　「訣二」（≒「張旭樽永字八法」）

　　　　　　　　　　「水字八法詳説」　　　　　　　「八法」

　　　　　　　　　　解説・「口訣」　　　　　　　　「柳子厚云」

　　　　　　　　　　「問」・「論」　　　　　　　　「訣」・「論」

　　　　　　　　　　r筆訣」

この中でr書法離鉤』5r八法」の形式がr李陽汰r筆訣』」と呼ばれるものに近い。ま

ずr李陽沐云」が冠せられている。つまり八法の各条の説明に当たってr李陽汰」の説

を序として配しているのは、八法全体が李陽汰の説であるような印象をあたえる。恐ら

くこのような体裁になっているものが『陽汰筆訣』・李陽沐『筆法要訣』とよばれるも

のであったと思われる。李陽汰の説を冠していたから、後に『陽汰筆訣』とよばれて単

独で通行するようになった。それは前序に李陽汰の説が引かれているだげでなく、『翰

林禁経』が李陽沐の撰と考えられていたこととも関係する。なお、r書苑青華』2r水字

八法」の「訣二」は「張旭簿永字八法」（r墨池編』2に引く）に近く、『書法離鉤』5「八

法」の詳説のr柳子厚云」とほぼ同じ。

　【『筆法要訣』の侠文〕

　r説郭』に収める『陽氷筆訣』は『書苑青華』2「永字八法詳説」に近いが、他に『筆

訣』として引かれているものもある。

　　O1唐・李陽汰『筆法訣』云：夫筆大小・硬軟・長短、或紙絹卓等、即各從人所好

　　欲、作法匠須良哲、物料精詳。入墨之時、則毫副勿令斜曲。毎因用了、則洗濯牧藏、

　　惟已自持、勿樽他手。至於時或命書興來、不過百字、更有執捉之勢、用筆緊慢、即

　　出於當人、至理確定美。

『墨池篇』6「器用」の「筆」に引く。後に『法書通澤』下に「李陽沐云：筆毎用畢、

則洗濯牧藏、惟日自持、勿簿他手」というのもこれに拠るものであろう。

　　02唐・李陽沐云：夫硯、其用貯水、畢則乾之、若久浸不乾、墨乃不襲、墨既不襲、

　　書亦不佳。水在清浄、宜新水、密護塵挨、忌用煎煮之水也。

r墨池篇』6r器用」のr硯」に引く。これはr翰林禁経』にいうr書法九生」のr三

生硯」に近い。

　　03唐　李陽氷云　紙常宜深藏筐司、勿令風日所侵、若少露挨塵、則枯燥難用実。

　　攻書者宜謹之。

『墨池篇』6「器用」の「紙」に引く。これも『翰林禁経』にいう「書法九生」の「二

生紙」に似ている。この二条は李陽沐の撰とされる『翰林禁経』との深い関係をつげて

いる。

　また、『説郭』に収める『陽氷筆訣』と『書苑青華』2「永字八法」の詳説に引く「筆

訣」と『書法離鉤』5r八法」に引くr訣」は、体裁の類似から同一のものであろうと

想像されるが、内容は必ずしも同じではない。今、『陽氷筆訣』と『書苑青華』2「永字
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　八法詳説」の「筆訣云」、『書法離鉤』5「八法」の「訣云」として引くところを対照さ

　せる。

　　　04側　陽氷筆訣　側下其筆、使墨精暗墜、徐乃反掲、則稜利集。

　　　　　　　　筆訣：側下其筆、使墨精暗墜、徐乃反掲、則稜利棄。

　　　　　　　　　訣：側下其筆、使墨精暗墜、徐乃反掲、則稜利実。

　　　05勒：陽氷筆訣：横書之法。策鋒而策、仰筆而後牧。准此則筆之形勢自彰実。

　　　　　　　　筆訣：　　　　策筆須勒、仰筆　復牧。准此則　　形勢自彰集。

　　　　　　　　　訣：　　　策須勒、仰筆覆牧。
　　　06努：陽氷筆訣：努筆之法。堅筆而徐行、近左引勢、勢不欲直、直則無力実。

　　　　　　　　筆訣：努筆之法。堅筆　徐行、近左引勢、勢不欲直、直則無力美。

　　　07趨：陽氷筆訣：即是努筆下、殺筆趨起、是也。

　　　　　　　　筆訣：即是努筆下、殺筆趨起。

　　　08策　陽氷筆訣　始築筆而仰策、徐轄筆而成形。依形以獲妙、則週爾而超群也。

　　　　　　　　筆訣　始築筆而仰策、徐韓筆而成形。

　　　09掠　陽氷筆訣　從策筆下、左出而鋒利、下不墜、則自然庄。

　　　　　　　　筆訣　從策筆下、左出而鋒利、　不墜、則自然佳。

　　　1O啄：陽氷筆訣：側筆而速進、動硬若鐵石、而不墜於斯、爲妙実。

　　　　　　　　筆訣：啄筆　速進、動　若鐵石、　　　　　　　　　則勢成也。

　　　11礫：陽氷筆訣：始入筆緊、築而　抑、便下徐行、勢足以　礫開。其筆或藏鋒出鋒、

　　　　　　　　　　　由重鋒緩、則其質肥、宜以瞼澁而徐行、勢而後礫、藏鋒出鋒豊必

　　　　　　　　　　　固也。

　　　　　　　　筆訣：始入筆緊、築而徴抑、便下徐行、勢足而後礫之。其筆或藏鋒出鋒、

　　　　　　　　　　　由心所好也。

　　　　　　　　　訣：始入筆緊、築而微仰、便下徐行、勢足而後礫之。　筆或藏鋒或出

　　　　　　　　　　　鋒、由心所好、須飛動無滞。

　r陽氷筆訣』と『書苑蒼華』2「水字八法詳説」は極めてよく似ているが、『書法離鉤』

　5「八法」はかなり異なるものになっている。

　　　12筆訣云：以中指遣至壷虚、以名指拒而趨之、潜鋒暗勒、勢壷、然後趨之。

　『書法離鉤』5「文法」に引く。『書法離鉤』で「筆訣云」というのはこの一条だけであ

　るが、『書法離鉤』の「訣云」は全巻に見られ、かなりの量になる。しかし先に見たよ

　うに『書法離鉤』の「訣云」は『書苑苦華』2「永字八法詳説」の「筆訣云」に必ずし

　も対応していない。なお、『書法離鉤』には「憂通異訣云」・「隷訣云」（各一条）も引

　かれている。

　V（83）撰「筆法論」

　r墨池編』2「筆法」（8b）「唐　李陽汰『筆法』」、『宣和書譜』2「纂書　李陽

汰」に「留心小裳、逮三十年、初見李斯『峰山碑』與仲尼‘‘延陵季子字”、遂得

其法、乃能愛化開合、自名一家。推原字學、作『筆法論』、以別其黒占書」として

見える。『宣和書譜』の前二句は李陽汰「上大夫論古纂書」の「志在古象、殆三
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十年」に、その後の「李斯……愛化開合」は「述書賦」の注「初師李斯『峰山

碑』、後見仲尼『呉季札墓誌』、便愛化開閨」に拠ったもの。なお、明・焦拡『國

史経籍志』2はrr筆法要訣』一巻：李陽汰象［撰コ」の下にrr筆法』一巻」を

録すが、この前後はr通志・蓼文略』2を襲っているから、rr筆法』一巻：羊欣」

のことであり、南朝・宋の羊欣（370－442）の撰。

　『墨池編』に「李陽泳『筆法』：夫黒占不憂謂之布棊、書不憂謂之布算、方不

愛謂之斗、圓不憂謂之環」として一条を載せる。同文はr書學捷要』上や『書

法正樽』上の「李陽沐筆法」にも引かれている。『書書書録解題』は10「散侠」

類に入れ、「此編乃論小纂筆法之書」というが、あるいは「筆法論」は李陽汰の

撰とされる「筆訣」・「筆法要訣」の一部かも知れない。さらに、それらはい

ずれもr翰林禁経』の一部である可能性も考えられる。

　甲（84）刊定『説文解字』三十巻

　林竿「字源偏労小説序」（後蜀　広政十二年949）（33）にr歴晋魏陳晴、書甚行、

象書殆將混減、至唐絡作少監李陽汰、就許慎『説文』復加刊正、作三十巻、今

之所行者是也」、『宣和書譜』2に「其自許慎至此、作刊定『説文』三十巻」、『崇

文纏目』7「小學類」に「『説文』二［三コ十巻　許慣撰、李陽汰刊定」、『郡齋

讃書志』4（17a）「『説文解字』三十巻右漢許慣纂、李陽汰刊定、偽唐徐

銭再是正之、又増加其闘字」。『通志　塑文略』2　『直齋書録解題』3等いずれ

も「三十巻」とする。漢・許慎『説文』十五巻を上下に分かったもので、三十

巻が正しい。南唐・徐錯r説文解字繋偉』四十巻のr通澤」三十巻はこの形を

襲う。

　『説文』は書学（学校）での学習科目であり、また明書科の試験科目でもあっ

たから、『説文』の研究は国子監の主要な任務であった（34）。したがって『刊定

説文』は国子監丞時期の作であろう。

（33）r全唐文』889r林竿」にr林氏字源編小説序」として収めるが、r書苑青華』18にr後

蜀林竿『字源偏芽小説序』」として収め、末尾に「廣政十二年三月日林竿序」とあるのが

よい。『全唐文新編』889（p11139）「林竿」でも補正されていない。

舳『唐六典』21「國子監」に「丞一人、……。丞掌判監事。凡六學生（国子・太学・四

門　律学　書学　算学）毎歳有業成上干監者、以其業與司業　祭酒試之」、「國子　　。其

習経有暇者、命習隷書井『國語』・『説文』・『字林』・『三蒼』・『爾雅』」、「書學…

　。以石経　『説文』　『字林』爲専業、饒字書亦兼習之。石経三麗書限三年業成、『説

文』二年、『字林』一年」、同書2「吏部」に「明書則『説文』六帖、『字林』四帖」。張参

（国子監司業）「五経文字序例」（『全唐文』458）に「今制國子監置書學博±、立『説文』

・石経・『字林』之學、畢其文義、歳登下之」。
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　【李陽水『刊定説文』の侠文】

　今目に伝わる『説文』の早い完本は徐錯『説文解字繋偉』40巻（小徐本）と徐鉱r新

定説文』15巻（大徐本）であり（35）、李陽沐『刊定説文』は徐兄弟の排撃の後、侠亡して

伝わらないが、徐錯『説文繋像』36「状妄」篇等に散見しており、今これらによって『刊

定説文』の侠文を拾遺し（36）、李陽汰の説の一斑をうかがうことができる。今、親字は

象書であるが、措書に改めて掲げる。

　01「弍」　陽氷云：弍、質也◎天地既分、人生其間、皆形質已成、故一二三皆從犬。

　02「毒」　陽氷云：從申母、出地之盛。從土、土可制毒。非取‘‘毒聲”（許説1）。毒［毒］、

烏代反。

　03r折」

　04r路」

　05r禽」

　06r羊」

　07r兜」

　08r段」
人與之也。

陽氷云：断・折各異。断、自折；折、人手折之。

陽氷云：非“各聲”（許説）。從足・轄省。

陽氷云：從全・冊。全、古集字；品、象衆籔。蓋集衆管如冊之形而置籔ホ。

陽氷云：干一爲羊。

陽氷所見爲淺近焉。

陽氷云　從月。旦予也，コ、器也，又、手也。手持器物、爲求之於人、

09「皮」李〔陽氷〕云：從又、持皮糖然。

1O「佳」　陽氷云：鳥之纏稗ホ。雅、長尾而從佳、知非“短尾之稻’’（許説）。

11「寅」　陽氷云：墨斗中形、象車軸頭童墨之形、上書平引、不從申也。

12「亥」　陽氷云：ム、不公也。重ム爲玄、蒙昧之象也。會意、非象形。

13「裏」　陽氷云：車前重不前、合從車、宜上書平、不從申、明実。

14r刃」　陽氷日：刀面日刃、一示其虚所也、此會意。

15r竹」　陽氷云：謂之‘‘草”（許説）、非也。

16「豊」　陽氷云：山中之生　乃豊聲也。

17r血」　陽氷云：從一聲。

18「主」　陽氷云：］象膏澤之氣、土象土木爲毫、氣主火之義。曾意。

19「▲」　陽氷云：入者合集之義、自一而成乎億萬。入者集之初、故從入從一。

20「秩」　陽氷云：蒼韻作字、無形象者、則取音以爲之。訓矢引則矧、其類往往而有

之、美字是也。

　21「木」　陽氷云：

　22「才」　陽氷目：

　23「日」　陽氷云：

引其黒弥。

　24「斉」　陽氷云：

象木之形。木者五行之一、豊取‘‘象於卉”乎。

才、木之幹也。木畳豊枝上曲、今去其枝、但有桂梼。

古人正園象日形、其中一黒占象烏、非‘‘口・一’’。蓋象籍方其外、

二物相拉、乃知齊平。

（35）ただし小徐本『説文解字繋像』の巻25のみは早くから失われて大徐本で補われている。

唐本r説文』が残存するが、木部の一部と口部の極一部のみである。梁光華r唐写本説文

解字木部簑異注評』（貴州人民出版杜1998年）に詳しい。

｛36〕周祖謹「李陽汰纂書考」（『間学集（下）』中華書局1966年、p809）が51条を拾遺して

いるが、かなり遺漏がある。
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25「米」　陽氷云：象在穂上之形。

26「ボ」　陽氷云　父之弟爲叔、從上　小、言其尊行居上而己小也。

27「弔」　陽氷云：弔、從二人往返、相弔問之義。

28「衰」　陽氷云：從衣申口、非‘‘童省’’。

29「禿」　陽氷云：從穆省聲。

30「欠」　陽氷云：上象人開口、下象汽昨、從人所謂欠去。許氏檀改作皐、無所接也。

31「頁」　陽氷云：阜當作臭。

32r口」　陽氷云：自字從口而生。一重爲口、二爲目（以）、三爲自（阜）。

33「長」　陽氷云：非‘‘倒亡聲”。倒亡、不亡也。

34「多」　陽氷云：從肉・力。……陽氷以爲猛獣、云：肉力。

35「金（法）」　陽氷云：注一、所以騒人之正。

36「状」　陽氷云：象形之中犬字、象似文之尤者、故状從犬。

37「州」　陽氷云：三叫爲州。

38「γ」　陽氷云：象氷裂之形。

39「龍」　陽氷云：右芽反半弱、象天矯飛騰形。

40「非」　陽氷云：雨手相背也。

4！「直」　陽氷日：正視難見、故從L、音隠、

41r率」　陽氷云：率、車也。玄・牽、省系。系、相牽之義。八、集也。八八、衆象

也。十十、人也。作‘‘捕鳥之具’’、許氏誤用。

　43「土」　陽氷云：土敷五、成敷。十、取成敷；下一、地也。

　44「坐」　陽氷云：從卯。卯時、人不臥。

　45「封」　陽氷云：從古文圭。古文圭、從羊一。之下、土。音皇、非封。

　46「金」　陽氷云：當作金。許慎金麗、非。

　47r勺」　陽氷云：古文不從屈一之麗、並從勺。勺一爲勺、二爲匂。一少也、二漸多

也。雨均之義。許氏因俗輩云一勺爲與（与）、便謂中書屈一、則與與字同部。又云：‘‘（與）

包同意’’。此正勺也、豊得爲同意哉。移入勺部之略、反大小象θ如此。許氏ヲ如此。

　48「与」　陽氷云　中書盤屈、雨頭各鉤、物有交互相與之義、與互同意。許云　‘‘一

勺’’、甚渉迂誕、與屈中爲虫何殊。

49「矛」　陽氷作串、然無所説。

50「巴」　陽氷云：從巳中一。不合次‘‘已’’下。

51「庚」　陽氷云：從干バ、象人雨手把干、立庚庚然。『史記』“大横庚庚”、是也。

52r玄」　陽氷云：疏・流二字、並從古玄。疏通流行也、豊“不順”哉◎

53「午」　陽氷云：五月筍成竹。此之半枝出地。

54r戌」　陽氷目：戊、土也。一、陽也。陽氣入地。一、固非聲。

55r亥」　陽氷目：古文本象家形。諸義穿襲之爾。

56「亥」（37）陽氷日：本象琢、減一書爾。象文乃從二首六身。

（37〕宋刊本には注と同じ小字に作り、「琢：古文亥、從家。陽氷目：本象家、……」とい

うが、前例を参照すれば「説文」を脱字しており、原文は「琢：〔『説文』〕古文亥、從家。

陽氷日：本象琢、一・・」であろう。
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以上は徐錯r説文繋傳』36「転妄」篇に引く。27「弔」について、段玉裁注本に「弔蓋

往復弔間之義」とあり、注に「小徐有此八字。蓋別一説也。當有“一日”字。『左樽』

有相問以弓者、故云然」というが、八字は大徐本にも見えず、また小徐「棒妄」篇に「『説

文』云“古者葬之中野、以弓騒禽獣獣。人遇弓爲弔’’。陽氷云　‘‘弔、從二人　　’’。臣

錯以爲・…・・」というから、『説文』の原文ではなく、或いは李陽汰の説であったことも

考えられる。47「勺」は段玉裁注に「李陽沐日：勺瓜勺裏之勺（包）」。51「庚」は段注

に「小徐駁李陽氷説‘‘從干バ、象人雨手把干立’’。不可從。今各本纂皆從陽沐、非也」。

　57「由」李陽氷云：即缶［婁コ字同。

以上は徐錯『説文繋傳』39「疑義」篇に引く。李本には「由」を収めていたらしいが、

徐本は注に「案『説文』有“油・宙・軸”等字、而無此字、亦脱誤。李陽氷云……。今

按古有‘‘由”字、亦未審也」という。後に段玉裁は「按『詩』・『書』・『論語』及他

経樽皆用此宇」として収める。

　58「芽」李陽汰云：r一「、〔象〕芳達之形。

　59「改」李陽氷目：己有過、支之、即改。

　60「笑」李陽沐『刊定説文』：以竹、以天。義云：竹得風、其畳豊夫屈如人之笑。

　61r林」李陽沐妄言：木字右芽爲片、云［左］〔芽爲〕月、音階。

　62「執」李陽氷云：從三日旦在於中。

　63r函」李陽氷云：許氏作函、非也。當依裳作函。

　64「尺」李陽水［氷コ云：戸展、是也。

以上は徐錯『説文繋偉』各「通澤」に引く。58「芳」は段玉裁注では「勺象・…・・」に作

る。徐銭『説文解字』に引く。59「改」・60「笑」は徐鉱『説文』にも引く。61「林」

は五代・郭忠恕『侃鰭』下「辮」に「月：……徐銭日：……、李陽氷言木右爲片、左爲

月、音縞」として同文を引く。徐銭『説文』にも引くが、「李陽汰言：木〔字〕、右〔芽〕

爲片、左〔芽〕爲月、音艦」に、段玉裁注は「李陽沐亦云：木字右芽爲片、左爲月、音

艦」に作り、やや異なる。張参『五経文字』に「五月部　音糖」、慧琳『一切経音義』

61にr林：r説文』“身所安。以木、形聲字、月聲’’。月、音階」といい、唐玄度r新加

九経字様』に「鼎：・一左馬月、月音糖、右爲片」というのに至っては李陽汰の説の援

用ではなかろうか。

　65「王」李陽氷目：中書近上、王者則天之義。

　66「玉」　陽氷日：三書正均、如貫玉也。

　67r臭」李陽汰目：“自”非聲、瓜剃省。

　68「同」李陽沐云：‘‘杁口’’非是。

　69r忍」李陽汰日：“刀’’非聲、當以刈省。

　70r需」李陽沐接『易』‘‘雲上於天’’云：當瓜天。

　71r鰯」李陽汰目：當以嚢（昆）省。

　72「子」李陽沐目：子在搦繰中、足併也。

以上は徐銭『説文』に引く。他に60「笑」・61「休」も引くが、すでに徐錯『繋簿』に

も見えるので重複を避ける。大徐本で引かれているものの多くは新説として採用された

ものと考えてよい。なお、李陽汰の文字学については稿を改めて考察する。
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　W（85）重修「説文字源」

　『集古録目』8（12a）に「義成軍節度使質耽撰敏、前揚府戸曹参軍徐濤〔正〕

書、秘書少監李陽汰重修漢許慎『説文字源』、陽沐從子・検校祠部員外郎騰象、

凡五百四十字。碑以貞元五年十月立」、『賓刻類編』4（7b）「買耽撰序、（徐）壌

正書、（李陽沐）從子騰象額、貞元五年十月立、（在）滑。李陽汰重修『説文字源』」。

『崇文纏目』7「小學類」（また『文献通考』189）に「『説文字原［源］』一巻：唐

李騰集。初李陽沐爲滑州節度使李勉象『新騨記』、買耽鎮滑州、見陽沐書、歎其

精絶、因命陽汰姪騰集許憤『説文』目録五百除字、刊於石以爲世法云」、買耽「説

文字源序」（『全唐文』394、『書苑青華』16）に「猶子　検校祠部員外郎（李）騰、

能嗣其業、　　目録五百四十言、衆字之根。　　因請騰縫世父之妙、書垣山之

石」というからr説文』の親字540文のことであり、李陽沐r刊定説文』のr目

録」部分を独立させたもの。李騰とその象書r説文字源」については後述。

　　【r説文字源」の侠文】

　　r説文字源」は李陽沐r刊定説文』の部首の纂書であるから、その幾つかは先に徐錯

　『説文解字繋偉』　徐銭『新定説文』によって拾遺した『刊定説文』の侠文に見られる。

　また、五代・林竿「字源偏芽小説序」に「至唐將作少監李陽沐、就許氏『説文』重加刊

　正、〔展〕作三十巻、今之所行者是也。・・…・竿今所象者、則取李陽沐重定『説文』」とい

　い、五代　郭忠恕『汗簡』に「林竿集字」として多く引く所は林竿『字源偏芳小説』に

　拠ったものであろう。したがって『汗簡』に「林竿集字」によってそれを補うことがで

　きる。また、後述の五代　釈夢英『説文偏芽字源』およひ郭忠恕『小字説文字源』も李

　陽沐r刊定説文』を踏襲していると思われる。

　その他に作年は未詳であるが、漢代の文字学に関するものをここに掲げてお

く。

　V（86）纂書『古文孝経』〔後漢　衛宏校訂〕

　韓愈「虫科虫斗書後記」（元和十一年）（38）に「貞元（十二年）中、愈事董丞相幕府

榊†州、識開封令服之者、陽沐子、授余以其家虫科虫斗『孝経』・漢衛宏『官書』、

雨部合一巻、愈賓蓄之而不暇學」。解虫斗文字で書かれたr孝経』とは、隷書で書

かれた後漢・鄭玄注『今文孝経』十八章に対して古い字体で書かれた前漢・孔

安国伝『古文孝経』二十　早を指す（39）。

1　【『古文孝経』と李陽氷】

（38）通行本は「解斜」を「科斗」に作るが、清・李光嘆『観妙齋金石文考略』12（14b）

はr蝋虫斗書後記」に作り、注にr韓愈書、元和十一年」。

（39）『漢書』30「蘂文志」に「『孝経古孔氏』一篇：二十二章。『孝経』一篇：十八章」、『奮

唐書』46「経籍志」に「『古文孝経』一巻：孔子説、曾参受、孔安國傳」。
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　李陽沐事跡考（下）
唐代文人・李陽汰とその周辺

　韓愈「鼎斜書後記」に「其家虫科虫斗『孝経』・漢衛宏『官書』」とあり、李陽汰はr古

文孝経』と衛宏『官書』を象書していたが、許慎によれば『古文孝経』は後漢・衛宏が

校訂したものであるという。許慎の子・許沖「上書進『説文』」（安帝・建光元年121）に

「慣又學『孝経』孔氏古文説。『古文孝経』者、（前漢）孝昭帝時、魯國三老所猷。（後漢

初・光武帝）建武時、給事中議郎衛宏所校、皆口樽、官無其説。謹撰具一篇丼上」。ただ

しこの事は『後漢書』79の「衛宏像」にも「許蹟傳」にも見えず、また出自についても、

『漢書』30「嚢文志」に「『古文尚書』者、出孔子壁中。武帝末、魯・共［恭コ王壊孔

子宅、欲以廣其宮、而得『古文尚書』及『膿記』・r論語』・r孝経』凡敷十篇、皆古

字也。共王往入其宅、聞鼓琴琵鍾馨之聲、於是催、乃止不壊。孔安國者、孔子後也、悉

得其書（『古文尚書』）、以考二十九篇、得多十六篇。安國薦犬上」という所とやや異なるが、

許慎「説文解字赦」．には「時有六書：一日古文、孔子壁中書也。……壁中書者、魯・恭

王壊孔子宅、而得『薩記』・『尚書』・『春秋』・『論語』・『孝経』。……其稻『易』

孟氏・『書』孔氏・『詩』毛氏・『薩』周官・『春秋』左氏・『論語』・『孝経』、皆

古文也」という。これによれば『古文孝経』は武帝末に魯の恭王（武帝の兄）が孔家の

壁を壊した時に発見されたものであるらしいが、許沖によれば武帝の次の昭帝の時に魯

の三老によって献上されたという。これについて清・段玉裁は「按『志』、於‘丁薩記』

　『論語』・『孝経』”下、皆不言（孔）安國歓壁中文、然則安國所得難多、而所献者

濁『尚書』一種而已。一・即恭王壁中所得、而安國未盧犬者也」というのみであり、なぜ

孔安国が『古文尚書』のみを献上して『孝経』等を献上しなかったのか疑問が残る。ま

た、許沖がいう「孝経孔氏古文説」とは、『漢書』30「嚢文志」に「『孝経古孔氏』一篇：

二十二章：r孝経』一篇：十八章」という『孝経古孔氏』のことであるが、許眞がr『書』

孔氏」という例によれば「孝経孔氏古文説」とは「『孝経』孔氏」ともいうべきもので

ある。つまり孔安国伝『孝経』のことと考えられるが、許慎は「『易』孟氏・『書』孔

氏・『詩』毛氏・r薩』周官・r春秋』左氏・『論語』・r孝経』」という言い方をし

ており、これについて段玉裁は「『論語』不言誰氏者、學無所主也。『孝経』亦不言誰氏

者、學無所主也」という。許慎のいう古文『孝経』は許沖のいう「孝経孔氏古文説」と

同じであるから、孔氏によって説かれたものであり、孔安国の伝と考えるのが最も自然

である。今、許慎・許沖の説を勘案すれば、『古文孝経』は武帝朝の末に『古文尚書』

とともに孔家壁中から恭王によって発見されたもので、次の昭帝の時に魯の三老が献上

し、その後、後漢の初に至って衛宏が校訂して許慎に口伝され、『孝経孔氏古文説』を

書して、『説文』と共に安帝に献上した。おそらく衛宏が校訂したものは孔安国の伝と

見なされて口伝されていたものであろう。

　唐代において『古文孝経』はほとんど顧みられなくなっていた。そもそも『今文孝経』

と『古文孝経』は、編次だけでなく、文字数もかなり異なるものであった（40）。『古文孝

経』の信愚性はすでに晴に疑われており（41〕、唐に至っては開元七年（719）に勅を下し

（40j『漢書』30「嚢文志」の顔師古注に「劉向云：古文字也。『庶人章』分爲二、『曾子敢

問章』分爲三、又多一章（「閨門章」）」・「桓謹『新論』云：『古孝経』千八百七十〔二〕

字、今異者四百徐字」。

（41）『晴書』32「経籍志」に「『古文孝経』一巻　孔安國俸。梁末亡逸、今疑非古本」、！
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て鄭玄注『今文孝経』と孔安国伝『古文孝経』の優劣をめぐって左庶子劉議知幾と国子

監祭酒司馬貞の問で議論され（42）、玄宗は『今文孝経』に拠って『御注孝経』を撰し、

刻石させた。その結果、唐代では『御注孝経』が行われ、孔伝古文本のみならず、鄭注

今文本も廃れていった。『古文孝経』が目の目を見るのは、司馬光『古文孝経指解』一

巻や萢祖萬『古文孝経説』一巻など、北宋に至ってからである。このような中にあって

李陽沐が’『古文孝経』を裳書したことは、『孝経』研究史において、さらに経学史にお

いて注目されてよい。

　清・玩福『孝経義疏補』は許沖「上書」に拠って「漢・許沖受之於其父慣、慣又偉之

自衛宏。此是最眞之『古文孝経』、非劉知幾所主之古文孔簿」という。劉知幾も十謬七

惑を挙げて鄭注今文を排撃しており、『古文孝経』を採る立場にたっているが、許沖「説

文解字救」は挙げていない。そもそも鄭玄（127－200）「駁五経異義」（侠）が許慎（30？

一124？）『五経異義』十巻（侠）を批判しているように、後漢の経学界で両者は対立して

いた。この点からみれば、李陽沐は古文学派許慎学の立場から、今古文折衷学派鄭玄学

に対しては否定的であったといえる。ただし李陽汰の立場は劉知幾のように経学の議論

を含むものではなく、小学あるいは史学的なものであるに過ぎない。そうであるにして

も玄宗『御注孝経』が権威となった後にあって、司馬光らに先んじて『古文孝経』を童

視した唐代古文学者として注目される。

　これに関して唐・李士訓『記異』（侠書）（43）に「大暦初、予帯経鑑瓜於溺水之上、得

石函、中有絹素『古文孝経』一部、二十二章・壼肝捌伯黍拾弐言（1872字）。初樽與李

太白、太伯授當塗令李陽汰、陽沐壷通其法、上皇太子焉」という。後に元・鄭杓『術極』

1「李陽汰」の劉有定注に「大暦初、覇［溺］上耕地得石函、中有絹素古文科斗『孝経』、

几二十章。初俸李白、白授陽沐、陽汰蓋通其法」というのはこれに拠るが、この説は信

愚性に欠ける。李士訓は開元から大暦の間の人であるが、仔細は未詳（44）。「大暦（766－

779）初」のことというから「上皇太子」は大暦九年の上京献書と関係があるように思

われるが、李白はすでに宝麿元年（762）冬に死去しているから、大暦の初に李陽汰に

授けることはあり得ない。また、仮にそのようなことがあったならば、韓愈「蛾虫斗書後

記」で触れていてもよい。単なる伝承に過ぎないであろう。ただ、この記事も韓愈のい

う李陽沐書『古文孝経』とともに『古文孝経』研究における唐代の一史料とはなろう。

V（87）纂書「古文官書」〔後漢　衛宏撰〕

韓愈「解虫斗書後記」に「服之者、陽汰子、授余以其家虫科虫斗『孝経』・漢衛宏

r官書』、雨部合一巻」。r晴書』32r経籍志」にrr古文官書』一巻：後漢・議

！「安國之本、亡於梁霞L。陳及周・齊、唯樽鄭氏。至晴、秘書監王召力於京師訪得『孔樽』、

送至河間劉舷、舷因序其得喪、述其議疏（『孝経述義』五巻）、講子人問、漸聞朝廷、後遂

著令、與鄭氏並立。儒者胆胆、皆云‘‘絃自作之、非孔奮本”、而秘府又先無其書」。

（42）『唐會要』77「論経義」に詳しい◎

（43）五代・郭忠恕『汗簡』7「略叙目録」（86b）に引く。

（44）ちなみに寧稼雨『中国文言小説縄目提要』（斉魯書杜1996年）に李士訓『記異』は未
収。
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　李陽汰事跡考（下）
唐代文人・李陽汰とその周辺

郎衛敬伸撰」、『蕾唐書』46「経籍志」小学に「『詔定古文官書』一巻：衛宏撰」。

衛宏、字は敬仲。後に『新唐書』57「襲文志」小学には「衛宏『詔定古文字書』

一巻」に作る。清　王孫念r小學鉤沈』5や清　馬国翰r玉函山房輯伏書』等に

拾遺、古文の字体や音義を弁正したもの。

　徳宗・興元元年（784）　六十　歳。将作少監。集賢院学士。

　研（88）纂額「唐成宜公主碑」〔鹿防節度掌書武元亨撰、蘇州常熟令衰中孚書〕

　『集古録目』8（11b）「將作少監　集賢院學士李陽氷象額」「碑以興元元年立」。

『集古録目』は撰者を「武元衡」に作るが、『金石補録』17（7b）は「武元亨」

に作り、李陽沐の結街でr將作少監」を猷く。武元亨については未詳であるが、

武元衡（758－815）は中唐の著名な人物であり（45）、興元元年（784）では二十七歳

の若さであるから適当でない。r衡」はr亨」との同音による誤りであろう。衰

中孚も未詳であるが、『書史會要』5（29。）の「右自貞観至元和問、並能精學書、

纂　章　八分各著名當時者」の中に名が見える。将作少監は従四品下。建中間

の国子監丞は従六品下の郎官であり、将作少監は従四品下の大夫である。この

昇進には相当強力な推薦者がなければならない。これには刊定『説文』等の功

績も考えられるが、顔真卿の推奨が大きかったのではなかったろうか。李陽汰

は顔真卿に依頼されて建中元年（780）に「顔氏家廟碑」を書しており、これは

二人の親好を示すものである。当時、李陽汰の書家として名声は顔真卿と肩を

並べるほどであった。『宣和書譜』2に「方時顔員卿以書名世、眞卿書碑、必得

陽汰題其額、欲以檀連壁之美、蓋其纂法妙天下如此」。顔真卿は建中元年に吏部

尚書（正三品）から太子少師（正二品）に、さらに三年には太子太師（従一品）

になっている。ただし太子少師等や将作少監の官は閑職である。

　南宋・陳思『書小史』10「偉・唐」の「李陽汰」には「官至將作大匠、工於

小象」という。「大匠」・「小匠」は大監・少監の旧名であり、大匠は従三品。

『書小史』にいう「大匠」は「少匠」の誤りであろう。

　徳宗・貞元元年（785）　六十二歳。秘書少監。死去。

　甲（89）撰井纂書「琴銘」

　『廣川書政』8r琴銘」にr唐・李秘監r琴銘』十字、特奇古。李陽汰小象、

惟見干此。琴在太常（寺）、昔陳儀爲協律郎、嘗出以示客、余因模其書。今琴入

禁中、故世以其書貴也」、『金石録』10（13a）に「唐　李陽氷『琴銘』」。

（45〕『旧唐書』158本伝によれば元和十年（815）に殺害、享年五十八であるから、乾元元

年（758）の生まれ。
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　r廣川書政』8r新騨記」にr秘書少監李陽汰書」、r集古録目』8（12a）に

「義成軍節度使買耽撰救、前揚府戸曹参軍徐藩書、秘書少監李陽沐重修漢許慎

『説文字源』、陽汰從子　検校祠部員外郎騰裳、凡五百四十字。碑以貞元五年十

月立」。r崇文纏目』7r小學類」・r文猷通考』189にrr説文字原［源コ』一巻：

唐李騰集。初李陽沐爲滑州節度使李勉象『新騨記』、買耽鎮滑州、見陽沐書、歎

其精絶、因命陽汰姪騰集許慣『説文』目録五百除字、刊於石以爲世法云」、買耽

r説文字源序」（r全唐文』394）に「猶子　検校祠部員外郎（李）騰、能嗣其業、

　　（『説文』）目録五百四十言、衆字之根。　　因請騰縫世父之妙、書垣山之石」。

買耽が滑州刺史になった時、李陽沐の書を見てそれを伝えるべく、甥（解の子）

の李騰に書かせたというのは、当時すでに李陽汰が死去していたからである。『奮

唐書』徳宗紀によれは、買耽が滑州刺史　義成軍節度使になったのは貞元二年

九月丁酉、その後、貞元九年五月甲辰に宰相となる。立石は貞元五年であるが、

貿耽は滑州刺史になった当初、李陽汰裳書「滑豪新騨記」』（大暦九年）を見てい

るはずである。したがって李陽汰の死去は貞元二年（786）九月以前、興元元年

（784）以後の間であると考えられる。『集古録目』には「秘書少監」（従四品上）

というが、『新唐書』72上「宰相世系表」等には「將作少監」（従四晶下）とある。

「世系表」では一般に最終の官を記す。r秘書」はr將作」の誤字とも考えられ

るが、秘書少監は将作少監よりも高位であるから、卒後の追贈の可能性もある。

徐濤は徐浩の長男。徐浩「古迩記」（建中四［二？コ年）（46）に「臣長男濤、臣自

教授、幼勤學書、在於員行、頗知筆法、亦勝常人」。

　以下に長安時代の作と思われる他のものを掲げる。

　甲（90）纂書「千字文」：

　『廣川書政』8「李陽沐象千字」、『宣和書譜』2「李陽沐」に「今御府所藏象

書三　『孝徳訓』　『新騨言己』　『千文』」、『墨華通考』10「西安府」に「李陽

氷象千字石刻」、『天下金石志』6（1b）「西安府」に「唐李陽氷纂千文。　　以

上（在）府治」。早く『蕾唐書』46「経籍志」　『新唐書』57「勢文志」に「『象

書千字文』一巻」と見えるのは、r晴書』32r経籍志」にrr裳書千字文』一巻；

r演千字文』五巻；r草書千字文』一巻」と同じで、李陽汰の書ではなかろう。

　甲（91）撰井纂書「孝徳訓」

（46）r墨池編』4r唐・徐浩r古跡記』」。r全唐文』及びr全唐文新編』440r徐浩」にr古

跡記」を収めるが、全文の約四分の一に過ぎない。あるいはr古跡記」一巻のr序」と考

えて冒頭部分のみを収めたのであろうか。
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　李陽汰事跡考（下）
唐代文人・李陽汰とその周辺

　『宣和書譜』2「李陽汰」に「今御府所藏象書三　『孝徳訓』　『新騨記』

『千文』」。「新騨記』」は李勉撰「唐滑豪新騨記」（大暦九年）。

　以下に明らかに誤写誤伝であると思われるものを掲げる。

　V（92）纂額r山南西道新修騨路記」〔劉萬錫撰、柳公灌書〕

　r輿地碑記目』4r興元府」（29b）にr山南西道新修騨路記：r集古録』‘‘唐

劉萬錫撰、柳公樫書、李陽沐裳、號三絶碑。開成中、山南節度使（梁州）蹄融自

散關南至劔門、襲山石桟道千除里以通。騨路碑、不著所立年月、在興元」、『墨

華通考』10「漢中府」に「柳公樫書山南西道新修騨路三絶碑劉萬錫文、李陽

沐纂、故穂三絶」。繧輯本『集古録目』10（1b）は『輿地碑記目』の引く所によ

って拾遺しているが、『集古録政尾』9（8a）には「見縣本、拾遺」として「唐

山南西道騨路記　開成四年（839）。公穫書、往往以模刻失其員、難然其畳豊＝骨終

在也」というのみ。また『金石録』10（4a）にも「劉萬錫撰、柳公灌正書、開

成四年」。『輿地碑記目』より早い北宋の記録ではいずれも「李陽汰象」である

ことをいわない。『輿地碑記目』の引用には恐らく誤りがある。『墨池編』6（30

b）にr唐山南西道騨路記：開成四年。又新修騨路記：倶柳公灌書。唐食堂記：

羅希夷八分書、在長安。又新騨記　李陽汰象、在滑州」とあり、これは『輿地

碑記目』に引く『集古録』に似ている。「又新騨記」とあるために前文を承げて

「〔山南西道〕新修騨路記」と考えたのであり、「又新騨記」は「在滑州」であ

るから「滑州新騨記」のことである。『集古録政尾』のr滑州新騨記」に「右新

騨記、李陽汰象、碑在今滑州騨中」といっており、r墨池編』のr又新騨記　李

陽汰象、在滑州」はこれに拠る。恐らく「右」を「又」と誤ったために柳公権

書の「山南西道新修騨路記」と混同したのであろう。『全唐文』606に劉萬錫「山

南西道新修騨路記」。

　V（93）纂額「平泉草木記」〔李徳裕撰丼八分書〕

　r金石略』下（23a）r張從申」．にr平泉華［草］木記：李徳裕文、李陽汰裳

題。未詳慮所」。ただしこれより早いr集古録政尾』9（3a）にr唐李徳裕r平

泉草木記』：開成五年」、『墨池編』6「碑刻」に「唐平泉山居詩：開成五年、李

徳祐撰」、『金石録』10（4b）に「唐李徳裕平泉草木記　開成五年」「唐李徳裕平

泉山居詩：上二碑皆李徳裕八分書」という。『全唐文』708「李徳裕」に「平泉

山居草木記」を収める。『金石録』が「李徳裕八分書」というのは『金石略』が

「張從申」の書に入れるのと異なるが、「李徳裕〔撰、張從申〕八分書、〔李陽

沐纂題〕」ということであろうか。しかしこれは時代的に矛盾しており、何らか
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の混乱があるように思われる。『集古録目』10（『賓刻叢編』に引く）には「平泉

草木記井山居詩：李徳裕撰。……至於相、有『平泉詩』、凡六十七首、同以刻石、

皆隷書。又有『臨池楊記』、凡敷十字、象書。皆不著名氏」という。「隷書」と

『金石録』のr八分書」は同じものを指していると考えられるが、r金石略』が

「裳題」というのは「臨池楊記、凡藪十字、象書」のことであろうか。しかし

李徳裕（787－850）「平泉山居草木記」は晩唐・開成五年（840）の作であるから、

いずれにしても李陽沐とは時代が合わない。そこで考えられるのは李陽沐の書

を集めて模刻したのではないかということである。また、張従申行書・李陽汰

象額の合作は多いが、張従申も李陽沐と同じく大暦・建中の間に活躍した書家

である。さらに、張従申は行書の大家であり、今日知られる張従申の作はいず

れも行書であるから、『集古録目』・『金石録』のいう「隷書」「八分書」とは

書体を異にする。いっぼう李徳祐は『績書断』下の「能品六十六人」に挙げら

れ、「其書祖述顔公（真卿）、毅然有法」と評されるように書を善くしたが、『金

石略』下（36b）は「李徳祐八分書」を設げて三篇を録しているから、最も八分

書を能くしたらしい。そこで「平泉山居草木記」も『金石録』がいうように李

徳祐の書であって、r李徳祐撰井八分書」が正しく、r金石略』のr張從申」の

記載は張従申書・李陽沐纂額による別の作品の記録を誤って混入してしまった

ものと考えられる。

　　　　　　　　　　　　皿　李騰・李服之の事跡

　次に李陽汰の没後について李騰・李服之の事跡によって補足しておく。李陽

汰の子に李服之がいるが、李陽沐の死後、書家としてその後を嗣いで最も有名

であったのが兄李溜（字は堅汰）の子、李騰であった。

　徳宗・貞元三年（787）　李騰、殿中字侍御史。

　穆員「刑都郎中李府君（溜）墓誌銘」（『全唐文』784）に「貞元三年、嗣子騰、

世先人之文行、仕殿中侍御史」。

　徳宗・貞元五年（789）　李騰、検校祠部員外郎。

　∀李騰纂額併纂書「説文字源」

　『新唐書』57「嚢文志」に「李騰『説文字源』一巻　陽沐從子」、『集古録目』

8（12a）に「義成軍節度使買耽撰救、前揚府戸曹参軍徐壌〔正〕書、秘書少監

李陽汰重修漢許虞『説文字源』、陽沐從子・検校祠部員外郎騰象、几五百四十字。

碑以貞元五年十月立」、『金石録』8（14b）に「質耽撰序、李騰象、徐轟行［正コ
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書、貞元五年十月」、『金石略』中（20b）に「李騰象、徐穣真書、貞元五年」。『崇

文纏目』7「小學類」（また『文猷通考』189）に「『説文字原［源］』一巻　唐李騰

集。初李陽汰爲滑州節度使李勉裳『新騨記』、質耽鎮滑州、見陽汰書、歎其精絶、

因命陽沐姪騰集『許慣説文目録』五百除字、刊於石以爲世法云」、『賓刻類編』4

（7b）「買耽撰序、（徐）濤正書、（李陽汰）從子騰象額、貞元五年十月立、（在）

滑。李陽汰重修r説文字源』」。r説文字源」は李陽沐が刊定したr説文』のr目

録」部分の「偏芳」部首540字を後に李騰が李陽汰の字体・書風に倣って象書し、

質耽が序を撰して立石したもの。序は徐毒の楮書で、碑額は李騰の象書。徐濤

は徐浩（703－782）の長子。買耽「説文字源序」（『全唐文』394、『書苑青華』16）。

　　【李騰纂書「説文字源」とその影響】

　　李陽汰が刊定した『説文』の親字540の裳文r説文字源」は文字学の基礎を示すもの

　として後に多くの人に影響を与えており、それにならった類似の書が著されている。

　　（1）五代・林竿撰井書『字源偏芽小説』三巻

　　林雫（1897一？）r字源偏努小説序」（後蜀・広政十二年949）にr買耽鎮滑州時、作『偏芳

　字源序』云：……。惟太尉祭酒許慎、取其形類、作‘‘偏砦條例’’十五巻、名之日『説文』。

　　・・歴晋魏陳晴、〔隷〕書甚行、裳書殆將沢減、至唐將作少監李陽汰、就許氏r説文』

　重加刊正、〔展〕作三十巻、今之所行者是也。・・…・竿今所象者、則取李陽沐重定『説文』；

　所隷者、則取『開元文字』。・・…・竿以隷書解於裳字之下、故救之（杜預・何曇）亦目‘‘集

　解’’、……於偏芽五百四十一字、〔下〕各随字訓澤、……名之日『林氏字〔源〕偏芽小説』。

　　…手書刻石、期以不朽」という。r偏芳字源序」は質耽r説文字源序」、r字偏芽小説」

　はr字源偏芽小説」のこと。r郡齋讃書志』4（9b）r林氏r小説』三巻」にr右唐林竿

　撰。凡五百四十一字。其説頗與許慎不同、而互有得失」、『崇文縄目』1「小學類上」・

　『通志・蓼文略』2「小學類」に「『字源偏芽小説』三巻：東［唐？］・林生解」、郭忠

　恕『侃鰭』下「辮」に「豊：……云‘‘以冊’’老、出林竿『字源』」というものは同一の

　ものを指す。『墨池編』1「文字門」に「唐・林竿『小説序』」を収める。また、郭忠恕

　『汗簡』に「林竿集字」として多く引く。これらは林竿『字源偏砦小説』に拠ったもの

　であろう。

　　（2）五代　釈夢英撰井書『説文偏芽字源』一巻

　　r郡齋讃書志』4（15a）r英公『字源』一巻」にr右皇朝澤夢英撰。夢英通纂籍之學、

　書偏傍五百＝十九字。郭忠恕云　按『説文字源』惟有五百四十部、子字合牧在“子部’’。

　今『目録』妄有更改、又『集解』中誤牧‘‘去部”在‘‘注部”中。今黒占検偏傍少‘‘晶・蕊

　・至・麹・弦’’五字、故知林（竿）氏虚誕、誤後進、其『小説』可焚。夢英因書此以正

　之。柴萬錫爲立石」。夢英書「偏芽字源井自序」（威平二年999）は西安の碑林に現存。そ

　の「自序」に「自陽汰之後、裳書之法、世絶人工、唯扮陽郭忠恕共余縫李監之美」とい

　う。その他、『墨池編』2「文字門」に「唐　僧夢英『十八畳豊書』」を収める。釈夢英（号

　は宣義）は後唐から北宋・太宗朝の問の人。当時、有名な学憎であり、成平元年（998）

　に「贈夢英詩碑」（『金石牽編』126）が立てられ、三十二人三十三首を刻しているが、碑
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　文の末尾r成平元年正月三日建」についてr關中金石記』はr疑碑追刻歳月、實非元年

　所製也」といい、『金石華編』も三十二人の事跡を考証して「刻予石上、距宋初已四十

　鹸年、不知其時英公尚在否也」という5詩には郭忠恕「再逢英公有感」詩があり、郭忠

　恕（卜977）よりも年輩であったように思われるが、『績書断』下「能品六十六人」の小

　伝では郭忠恕の後に編次されている。少なくとも郭忠恕と同時代の人である。清・劉煕

　載『薬概』の「書概」には「徐鼎臣（名は銭）之裳正而純、郭恕先（名は忠恕）・僧夢

　英之纂奇而雑。……英論書濁郭而不及徐」というが、夢英が徐銭（916－99！）・徐錯（920

　－974）よりも前の人であったからではなかろうか。

　　（3）五代　郭忠恕撰井書『小字説文字源』一巻

　　『集古録飯尾』10（12b）「享聴恕『小字説文字源』」に「世人但知小裳而不知其措法

　尤精、然其措字亦不見、刻石者蓋惟有此耳、故尤可暗也。・一石在徐州」、『賓刻類編』

　7「郭忠恕：武寧節度推官」（11。）に「小字説文字源：取唐李騰所書『字源』補其嵌漏

　者七、改其音之誤者一、別爲小字爲刻石。（後漢）乾祐三年（950）七月立。（在）徐、存」。

　『集古録政尾』10（12b）「郭忠恕書陰符経」に「裳法自唐李陽汰後未有至秦於斯者。近時

　頗有學者、曾未得其勇髭也」、また『績書断』下「能品六十六人」に小伝を載せており、

　r嘗校定『尚書』、又有r小字説文字源』存子今」という。郭忠恕（卜977）は『宋史』

　442に伝があり、本伝には見えないが『小字説文字源』の他に『汗簡』八巻・『楓鰭』

　三巻など、古文字に関する輯が伝わっており、『小字説文字源』は『汗簡』8の「目録」

　の内容と基本的に同じものであろう。なお、郭忠恕『侃騰』（四部叢刊本）下r辮」のr辮

　護」では徐銭・徐錯の説が、さらに『廣韻』（大中祥符元年1008）・『集韻』（景祷四年

　1037）が引かれているから、この都分は後人の増補。本伝に「周・廣順中、召爲宗正丞

　兼國子書學博士、改『周易』博士。建隆初（960）、一・・。太宗即位（976）、聞其名、召

　赴闘、授國子監主簿、……館於太學、令刊定歴代字書。……詔減死、決杖流登州。時太

　平興國二年（977）」という。『侃鰭』は巻頭に「朝請大夫國子周易博士柱國臣郭忠恕記」

　とあるから、後周・広順年間（lg51－953）の撰。

　　いずれも徐銭『新定説文』（北宋薙煕三年986）が出る前の1乍であり、李陽沐の『説文』

　学の後世への影響が知られる。

　v李騰纂額「唐滑州新井銘」

　『金石録』8（14b）「買耽撰、徐濤行［正コ書、李騰象〔額〕、貞元五年九月」、

『賓刻類編』4（7b）「徐濤：揚府倉曹参覇除州長史」「貿耽撰、（徐1壽）正書、李

騰裳額、貞元五年九月、（在）滑」。『墨池編』6（22b）は「唐滑州新井銘」のみ

で、注記なし。

　徳宗。貞元十二年（796）　李服之、沐州開封県令。

　この頃、李陽汰の子・李服之は汗州開封県令。韓愈と交流。韓愈r鼎虫斗書後

記」（元和十一年816）にr李監陽沐濁能纂書、……貞元中（十二年796）、愈事董丞

相幕府榊下州、識開封令服之春陽汰子。授余以其家虫科虫斗『孝経』・漢衛宏『官

書』、雨部合一巻、愈賓蓄之而不暇學」。韓愈が董晋の幕府にあったのは貞元十
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二年七月から十五年二月までの問。「服之」は名ではなく、字ではなかろうか。

　徳宗・貞元十三年（797）

　v李騰纂額「唐相國超慢碑」

　『金石録』9（13a）「穫徳輿撰、婦登八分書、李騰象額、貞元十三年五月」、『賓

刻類編』4（5a）「婦登」・4（7b）「李騰」に「穫徳輿撰、蹄登八分書、李騰纂

額、貞元十三年五月、（在）洛」。

　李騰は李陽汰の甥。帰登も書を好み、李陽汰の書に学んだ。韓愈「虫科虫斗書後

記」（元和十一年816）に「愈賓蓄之而不暇學。後來思師、爲四門博士（貞元十八年）、

識婦公（登）、騎公好古書、能通之。愈目　‘‘古書得其接依、蓋可講’’。因進其

所有書麗婦氏」。「婦公」は帰登（754－820）のこと。『蕾唐書』149　『新唐書』

164に伝があり、『績書断』下にも「能品六十六人」の一人に挙げて小伝を載せ

る。

　r新唐書』72上「宰相世系表」に「（李）騰、曝州刺史」。最終の官職であろ

う。『書史會要』5（21b）に「李騰　陽汰姪。官至検校祠部員外郎」というのは

『説文字源』碑を立てた貞元五年削後の官職。李騰の卒年は貞元十三年以後、

恐らく貞元末・元和初の間。『賓刻類編』には巻4の他に巻6（15a）にも「李騰」

の条があり、それに「儘都観修齊露感記：段成式撰、威通四年（863）五月十七

日、（在）忠」というが、時代から見て、巻6（15a）のr李騰」は李陽汰の甥・

李騰であるとは考えにくい。後者r李騰」には誤字か脱字があろう。

　　　　　　　　　　　　　　お　わ　り　に

　李陽汰の作と考えられるものは、真偽未詳のものも若干あるが、従来挙げら

れているものの二倍乃至三倍の数を著録によって拾うことができた。本稿では

それらに基づいて李陽汰の行跡を考察したが、従来の研究が中心としていた書

家としての活動を多く補足したにとどまらず、講穎士　買至　顔真卿　李華

韓雲卿　元結等々の文人官僚、とりわげ当時の騎文に見られた虚飾的な文学に

批判的であった文士と多く交流していた点、また『説文』研究だけでなく、経

書の整理や石経の刻立等に見られる経学重視の学術思想の側面なども明らかに

することができた。今その生涯をおよそ次の四期に分けることができよう。

　1）修学時代：江南地域、主に潤州。

　2）外官時代：溜州溜川県尉→潤州江寧県尉→処州繧雲県令→宣州當塗県令。

　3）遊歴時代　江南→長安→黍山→江南。
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　4）京官時代：京兆府戸曹参軍事→国子監丞・集賢院直学士→将作少監・集

　　　　　　　　賢院学士→秘書少監・集賢院学士

　李陽汰の生涯を知る直接の資料として彼自身の書による多くの碑文が伝わっ

ている。しかし官職が不明なものがかなりある。書「恰亭銘」（永泰元年）・書

「栖先笙記」（大暦二年）　書「三墳記」（大暦二年）　撰丼書「襲邸縣令庚公徳

政碑煩丼序」（大暦五年）　書「般若毫」（大暦七年）　象額「唐茅山紫陽観玄静

先生碑」（大暦七年）・裳額r顔氏家廟碑」（建中元年）など、なぜか多くのもの

に街官が署されていない。例えば「唐茅山紫陽観玄静先生碑」（r金石奉編補正』1）

の落款は次の通りである。

　　大暦七年八月十四目建

　　秘書郎河東柳識撰

　　大理司直呉郡張從申書

　　李陽汰象額

また、「般若豪」（r金石奉編』98）には「大唐大暦七年、著作郎兼観察御史李貢造、

李陽汰書」とあり、同じく李陽沐の署街のみ無い。このようなものは大暦問に

多く、この間、李陽汰は當塗県令の秩満の後、官職無きまま各地を遊歴してい

たのではなかろうか。そしてこの問に、文字学の研鎖を積むとともに書家とし

ての名声をあげ、同時に象額等を請われて書くことによって生計を立てていた

ように思われる。その後、五経刻石の建議書が効を奏して京官に推挙されて長

安に上り、顔真卿とともに中央で書家・文字学者として不動の地位を築く。そ

のような中にあって桂林に現存する摩崖石刻「平蟹煩」と「舜廟碑」は作年・

署衛を示すものとして極めて貴重な史料である。また、r説文』の説に異を唱え

たと批判される李陽沐の纂書はたしかに『説文』とかなり異なるものがあった

と思われる。たとえばr舜廟碑」のr舜」字について、『八婁室金石補正』65（1

a）がr與r説文』　r古尚書』均不同、陽泳故好爲憂畳豊者」というのはその一

例である。周祖謹「李陽汰裳書考」（『問学集（下）』中華書局1966年）の「李陽沐

纂書畢例」は「舜廟碑、在廣西桂林虞山」に拠って「舜」（p842）を収めるが、

或いは不鮮明な拓本に拠ったためであろうか、『説文』と同じ書体になっている。

李陽汰の書で「舜」字は桂林石刻にしか現存していないのではなかろうか。そ

の意味で単に稀少価値があるだけでなく、李陽汰および唐代の文字学を知る上

でも貴重な資料である。
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